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協議第４５号資料 

 
 
 

「「下下水水道道事事業業ににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  
 
 

 

公 共 下 水 道 事 業 計 画 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       ２ 

下 水 道 使 用 料 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       ３ 

受 益 者 負 担 金 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       ４ 

水 洗 便 所 改 造 資 金 支 援 制 度 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       ５  

合 併 処 理 浄 化 槽 設 置 に 対 す る 補 助 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       ６ 

雨 水 利 用 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     ７～８   

排 水 設 備 設 置 助 成 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       ９  

（ 参 考 資 料 ） 下 水 道 使 用 料 比 較 表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      １０ 
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１　計画概要 ①事業名：高松市公共下水道事業 ①事業名：庵治町特定環境保全公共下水道 　

（高松市の東部処理区）
〔全体計画〕 〔全体計画〕
・都市計画決定区域 3,241.2ha（全体3,348.2ha） ・計画面積 ha
・計画人口 164,230人（166,680人） ・計画人口 人
〔事業計画区域〕 〔事業計画区域〕
・事業計画区域 3,241.2ha ・事業計画区域 ha
・計画人口 164,230人 ・計画人口 人

②事業名：高松市流域関連公共下水道事業
　　流域下水道名：香東川流域下水道

（高松市の西部処理区）
〔全体計画〕
・都市計画決定区域 1,545.2ha（全体2,124ha）
・計画人口 75,770人（84,620人）
〔事業計画区域〕
・事業計画区域 1,500.2ha
・計画人口 75,520人

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１７　下水道事業 部　 会 　名 土　　　木

　庵治町の公共下水道事業については、
高松市の事業として引き継ぐ。

分　　　　類 公共下水道事業計画

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　治　　　　　　町

　庵治町の公共下水道事業については、
高松市の事業として引き継ぐ。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

320
5,500

145.5
4,760
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１　使用料

金額 汚水量 金額 金額

10㎥ 2,000

まで
　高松市の制度に統一する。

35 80

平均的使用量（１８㎥/月）　　１，８７４円 平均的使用量（１８㎥/月）　　３，８６０円
※平成１９年度に見直しを行う。

２　徴収方法 ・隔月定例日検針 ・毎月定例日検針
・水道局に徴収委託 ・上下水道課上水道係に徴収委託
・口座振替又は納入通知書による納付 ・口座振替又は納入通知書による納付

　高松市の制度に統一する。
（納入期限） （納入期限）
　翌月１５日　　　口座振替は翌月１４日 　翌月の末日　　　口座振替は翌月の末日（原則）
（納入場所） （納入場所）

　指定金融機関　出納取扱金融機関、収納取扱金融機関、コンビニ
エンスストア

250

従量使用料
単位

種別

汚水排除量が13㎥を超え20㎥
まで(１㎥につき)

１㎥につき 公衆浴場

３　納入期限・納
入場所

210

220

230

240

汚水排除量が20㎥を超え30㎥
まで(１㎥につき)

95
汚水排除量が8㎥を超え13㎥ま

で(１につき)

湯屋業

一般汚水

単位：円

汚水排除量が8㎥まで

100

種別

一般汚水

205

175
汚水排除量50㎥を越え500㎥

まで(１㎥につき)

単位

810

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１７　下水道事業 部　 会 　名 土　　　木

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 下水道使用料

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　治　　　　　　町

従量使用料

140
汚水排除量20㎥を越え50㎥ま

で(１㎥につき)

汚水排除量500㎥を越えるもの
(１㎥につき)

基本料金

汚水排除量100㎥を越えるもの
(１㎥につき)

汚水排除量が10㎥を超え20㎥
まで(１㎥につき)

汚水排除量30㎥を越え50㎥ま
で(１㎥につき)

汚水排除量50㎥を越え100㎥
まで(１㎥につき)

　使用料、徴収方法及び納入期限・納入場
所が異なる。

１㎥につき

単位：円
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１　対象者 　賦課対象区域内の土地に係る受益者 　高松市と同じ。
 
２　負担金額 　対象の地積に１㎡当り150円を乗じて得た金額

３　徴収方法

４　賦課時期 　賦課対象区域の告示後、一括賦課 　高松市と同じ。

５　報奨金制度 　高松市の制度に統一する。

６　減免基準

　高松市の制度に統一する。

　　(ただし、１０円未満の負担金額は切り捨て)

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

　５年間の分割払で、年2期（7・11月）の10回均等払
い(１，０００円未満の端数は初回へ)。一括納付も可。

　負担金額、徴収方法、報奨金制度及び減
免基準に差異がある。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目

分　　　　類 受益者負担金

高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　治　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１７　下水道事業 部　 会 　名 土　　　木

調　　　　　　整　　　　　　案

５　その他市長が特に必要と認める土地

　納期前に納付した負担金×１／３００×納期
前月数の合計

1　国または地方公共団体が公用に供し、または供
することを予定している土地

３　国または地方公共団体が、公共の用に供すること
を予定している土地

２　国または地方公共団体が、その企業の用に供し
ている土地

４　私鉄用地、学校教育法第１条・私立学校法第３条
の規定の学校が教育の目的で使用する土地、社会
福祉法人・宗教法人の施設、生活保護法の生活扶
助を受けている者の土地または使用する土地、文化
財である土地あるいは建物・工作物の土地、自治会
が所有し、あるいは使用している土地

　納期前に納付した分担金×５／１０００×納
期前月数の合計

1　高松市と同じ。

２　高松市と同じ。

３　高松市と同じ。

４　学校教育法第１条・私立学校法第３条の規定の
学校が教育の目的で使用する土地、社会福祉法人・
宗教法人の施設、生活保護法の生活扶助を受けて
いる者の土地または使用する土地、文化財である土
地あるいは建物・工作物の土地、自治会が所有し、
あるいは使用している土地

５　その他町長が特に必要と認める土地

　対象の地積に１㎡当り350円を乗じて得た金額に、
１画地当たり135,000円を加えた金額（ただし、100円
未満は切り捨て）

　３年間の分割払で、年３期（６・９・12月）の９回均等
払い(１，０００円未満の端数は初回へ)。一括納付も
可。
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１　内容 （水洗便所改造資金貸付制度） （水洗便所改造資金融資あっせん等制度）

　・汲取り便所改造の場合　　１戸につき４０万円以内 　改造工事１件につき５万円以上５０万円以内
　・浄化槽廃止の場合　　 　　１槽につき２０万円以内

　ただし、庵治町で合併時までに融資をあ

３　利率 　無利子 　高松市と同じ。 っせんされた者については、合併年度及び
これに続く５年度に限り、現行の庵治町の
制度を適用するものとする。

４　償還方法 　貸付を受けた翌月から１か月当たり１万円の均等分
割払い

　高松市の制度に統一する。
　ただし、庵治町で合併時までに融資を
あっせんされた者については、合併年度及
びこれに続く５年度に限り、現行の庵治町
の制度を適用するものとする。

　高松市の制度に統一する。

　高松市と同じ。（償還月数５０月以内）

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 水洗便所改造資金支援制度

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　治　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１７　下水道事業 部　 会 　名 土　　　木

２　貸付・融資あっ
せん額

　制度の内容及び貸付・融資あっせん額に
差異がある。　汲取り便所を水洗便所に改造または、浄化槽を廃

止して、公共下水道に接続しようとする者に対し、改
造資金の貸付を行う。

　汲取り便所を水洗便所に改造又は、浄化槽を廃止
して、公共下水道に接続しようとする者に対し、改造
資金の融資のあっせんを行うとともに、当該資金を融
資した指定金融機関に対し、利子補給を行う。
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（補助対象者） （補助対象者） ・補助限度額に差異がある。
　　専用住宅（主に居住の用に供する建物で小規模 　　専用住宅（主に居住の用に供する建物で小規模
　店舗を併設した住宅を含む。）に設置する者 　店舗を併設した住宅を含む。）に設置する者
（補助限度額） （補助限度額）

５人槽 ４４５，０００円
６～７人槽 ５１４，０００円
８～１０人槽 ６４８，０００円
１１～２０人槽 ９８１，０００円
２１～３０人槽 １，６６８，０００円
３１～５０人槽 ２，２３８，０００円
５～10人槽について市単独の上乗せがある。

（補助限度額）

※なお、専用住宅を販売又は賃貸しようとする場合、
　市税を滞納している者等については、次の補助限
　度額となる。
（補助限度額）

８～１０人槽
１１人槽以上

※町長が将来においても生活排水処理を合併処理浄化
槽で行うと定めた地域

・高松市では、市税滞納者等に対して、異
なる補助限度額を適用している。

１５０，０００円
２００，０００円

別途協議

１００，０００円
４６３，０００円

町長が定める
地域

町長が定める
地域以外

別途協議
８２４，０００円

５人槽
６～７人槽

・高松市の制度に統一する。
　ただし、庵治町地域における合併処理浄
化槽設置に対する補助については、合併
年度及びこれに続く３年度に限り、現行のと
おりとする。

　高松市の制度に統一する。
　ただし、庵治町地域における合併処理浄
化槽設置に対する補助については、合併
年度及びこれに続く３年度に限り、現行のと
おりとする。

調　　　　　　整　　　　　　案

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１７　下水道事業 部　 会 　名 土　　　木

１　合併処理浄化
槽設置整備事業
補助

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

分　　　　類 合併処理浄化槽設置に対する補助

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　治　　　　　　町

３５４，０００円

６００，０００円
８００，０００円

１，０００，０００円
別途協議

６～７人槽
５人槽

１１人槽以上
８～１０人槽

３５４，０００円
４１１，０００円
５１９，０００円
９８１，０００円

１，６６８，０００円
２，２３８，０００円

２１～３０人槽
３１～５０人槽

５人槽

１１～２０人槽

６～７人槽
８～１０人槽
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１　雨水貯留浸透 ①　該当なし。 ・雨水貯留浸透施設整備助成に差異があ
　　施設整備助成 る。

・庵治町では、雨水流出抑制施設整備助
（助成額） 成を行っていない。

　雨水浸透ます
内径150ミリ以下　　　　　　 5,000円／基

150超～200以下　　　7,000円／基
200超～250以下　　10,000円／基
250超～300以下　　11,000円／基
300超～350以下　　18,000円／基
350超～400以下　　21,000円／基
400超　　　　　　　　 40,000円／基

　雨水浸透トレンチ
内径75ミリ以下　　　　　 　4,000円／ｍ

75超～100以下　　　5,000円／ｍ
100超～150以下　　 6,000円／ｍ
150超～200以下　　 9,000円／ｍ
200超　　　　　　　　 11,000円／ｍ

（助成額）
改造工事費用額の2/３(上限１０万円)

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

①個人・法人が自己の土地に雨水浸透施設(雨水浸
透ます、雨水浸透トレンチ)を設置の際、その費用の
一部を助成

　高松市の制度に統一する。

　高松市の制度に統一する。

②高松市と同じ。②公共下水道を使用する際、不要となった浄化槽を
雨水貯留に改造する個人・法人にその費用の一部
を助成

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１７　下水道事業 部　 会 　名 土　　　木

分　　　　類 雨水利用

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　治　　　　　　町



 

- 8 - 

２　雨水流出抑制 （内容） 　該当なし。
　　施設整備助成

（補助対象者）
　個人・法人

（助成額）

　雨水貯留施設購入価格の1／2(上限10万円)

　１ｍ３につき４万円(上限１００万円)。ただし、有
効貯留水量が２５ｍ３を超えるもので、雨水に排
水を混入して雑排水として利用するための簡易
浄化装置を設置する場合は、２５ｍ３を超える部
分について２万円／ｍ３を加算(上限１５０万円)｡

　雨水等を雑用水として利用するために貯留する施
設を設置する際、その費用の一部を助成

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　治　　　　　　町

　小規模施設

  中・大規模施設

分　　　　類 雨水利用

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１７　下水道事業 部　 会 　名 土　　　木

問　　題　　点　　・　　課　　題

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策
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２４－１７　下水道事業

排水設備設置助成

　高松市では、排水設備設置費助成を実
施していない。

　排水設備設置助成の取扱いについては、
合併時までに調整する。

　排水設備設置助成の取扱いについては、
合併時までに調整する。

（内容）
　全額自己負担で汲取り便所を水洗便所に改
造又は浄化槽を廃止して、公共下水道に接続
しようとする者に対し、改造資金の一部を助成
する。

供用開始後１年以内
限度額
３．５万円

（助成額）
区分

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

調　　　　　　整　　　　　　案

　該当なし。

対　　　　　　応　　　　　　策

問　　題　　点　　・　　課　　題庵　　　　　　治　　　　　　町

１　排水設備設置
助成

　２．０万円供用開始後２年以内

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目

分　　　　類

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

部　 会 　名 土　　　木



 

- 10 - 

（参考資料）

※２か月分、税込み、単位：円

水量（） 高松市 庵治町 水量（） 高松市 庵治町

1 1,701 4,200 31 3,223 6,620

2 1,701 4,200 32 3,328 6,840

3 1,701 4,200 33 3,433 7,060

4 1,701 4,200 34 3,538 7,280

5 1,701 4,200 35 3,643 7,500

6 1,701 4,200 36 3,748 7,720

7 1,701 4,200 37 3,853 7,940

8 1,701 4,200 38 3,958 8,160

9 1,701 4,200 39 4,063 8,380

10 1,701 4,200 40 4,168 8,610

11 1,701 4,200 41 4,315 8,840

12 1,701 4,200 42 4,462 9,070

13 1,701 4,200 43 4,609 9,300

14 1,701 4,200 44 4,756 9,530

15 1,701 4,200 45 4,903 9,760

16 1,701 4,200 46 5,050 9,990

17 1,800 4,200 47 5,197 10,220

18 1,900 4,200 48 5,344 10,450

19 2,000 4,200 49 5,491 10,680

20 2,100 4,200 50 5,638 10,920

21 2,199 4,420 51 5,785 11,150

22 2,299 4,640 52 5,932 11,380

23 2,399 4,860 53 6,079 11,610

24 2,499 5,080 54 6,226 11,840

25 2,598 5,300 55 6,373 12,070

26 2,698 5,520 56 6,520 12,300

27 2,803 5,740 57 6,667 12,530

28 2,908 5,960 58 6,814 12,760

29 3,013 6,180 59 6,961 12,990

30 3,118 6,400 60 7,108 13,230

下 水 道 使 用 料 比 較 表

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

0 10 20 30 40 50 60
水量（㎥）

使用料（円）

高松市 庵治町
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協議第４６号資料 
 
 
 

「「消消防防防防災災関関係係事事業業ににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  
 
 

 

常 備 消 防 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   １２～１４    

防 災 団 体 等 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      １５   

地 域 防 災 計 画 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      １６   

防 災 行 政 無 線 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      １７  
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１　運営主体 　高松市 　讃岐地区広域消防組合
　（一部事務組合）

２　組織体制
消防局 総務課 総務課

予防課 （三木町） 予防課
消防防災課 警防課
情報指令課 消防署

東分署　（牟礼町）
北消防署 西分署　（香川町）

朝日分署
南消防署

太田出張所
仏生山出張所
円座出張所

東消防署 　一部事務組合の行政機構図
川添出張所
山田出張所

西消防署
綾歌東部分署
国分寺出張所

３　消防署所 　１局　４署　２分署　６出張所

幹事
消防本部

　常備消防については、協定項目第１６号
「一部事務組合等の取扱い」の協議による
ものとする。

副管理者

収入役

問　　題　　点　　・　　課　　題
 運営主体に差異がある。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　常備消防については、協定項目第１６号
「一部事務組合等の取扱い」の協議による
ものとする。

分　　　　類 常備消防

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１８　消防防災関係事業 部　 会 　名 消　　　　防

監査委員 管理者 組合議会議員

（参考）

関係6町

消防本部

１本部　１署　２分署
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４　人員
消防局 総務課 １３人 総務課 ５人 （県派遣１人）

予防課 １９人 予防課 ７人
消防防災課 　６人 警防課 ９人
情報指令課 １９人 消防署 ２８人

東分署 ２５人
北消防署 ６９人 西分署 ２５人

朝日分署 ３２人
南消防署 ４６人

太田出張所 １２人 計 ９９　人
仏生山出張所 １２人
円座出張所 １８人

東消防署 ３８人
川添出張所 １２人
山田出張所 １８人

西消防署 ３８人
綾歌東部分署 ２１人
国分寺出張所 １２人

計 ３８５　人

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

消防本部

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 常備消防

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１８　消防防災関係事業 部　 会 　名 消　　　　防
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５　消防車両 1 広報車 2 消防本部 火災原因調査車 1
1 支援車 1 （三木町） 査察車 1

査察車(軽） 2 積載車（軽） 1 連絡車 2

指令車 1 救助工作車 1 防火号 1
タンク車 1 広報車 1 救助工作車 1
ポンプ車 1 査察車 1 指令車 1
梯子車 2 積載車 1 消防ポンプ自動車 2
化学起動車 1 電源照明車 1 水槽付消防ポンプ自動車 1

2 水槽車 1 軽四積載車 1
ポンプ車 1 1 高規格救急車 2
化学車 2 査察車 1 梯子付消防ポンプ自動車 1
指令車 1 梯子車 1 （牟礼町） 消防ポンプ自動車 1
タンク車 1 広報車 1 水槽付消防ポンプ自動車 1
救助工作車 1 査察車 1 軽四積載車 1

1 広報車 1
タンク車 1 高規格救急車 1
ポンプ車 1 　西分署 化学消防ポンプ車 1
ポンプ車 1 1 （香川町） 消防ポンプ自動車 1
指令車 1 1 水槽付消防ポンプ自動車 1
タンク車 1 広報車 1 積載車 1
ポンプ車 1 査察車（軽） 1 軽四積載車 1
ポンプ車 1 広報車 1
ポンプ車 1 1 高規格救急車 1
指令車 1 1
タンク車 1 広報車 1
ポンプ車 1 査察車（軽） 1
指令車 1 1
ポンプ車 2 査察車（軽） 1
ポンプ車 1

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 常備消防

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町

協 定 項 目 ２４－１８　消防防災関係事業 部　 会 　名 消　　　　防

行政制度等現況調書・調整方針

東消防署

高規格救急車

高規格救急車

高規格救急車

太田出張所
仏生山出張所

円座出張所

高規格救急車

南消防署

消防署

東分署

消防局

北消防署

朝日分署

局指令車

調査車

高規格救急車

川添出張所
山田出張所
西消防署

綾歌東部分署

高規格救急車

高規格救急車

高規格救急車

国分寺出張所
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１　防火団体等 ・高松地区防火安全協会（会員数５８５事業所）
・高松市幼少年婦人防火委員会
・高松市幼年・消防消防クラブ連絡協議会
・高松市幼年消防クラブ（保育園幼稚園２０クラブ）
・高松市少年消防クラブ（小学校１５クラブ）
・高松市婦人防火クラブ連絡協議会
・高松市婦人防火クラブ（２８クラブ）

２　自主防災組織 庵治町自主防災組織
 （ 結成自治会） 自治会

２３ 自治会 （組織率１００％）

　（支援） 　（支援）
　高松市防災資機材助成要綱に基づき防災資機材  　 防災資機材貸与

を購入して配布している。   　 ・三脚付ハロゲン投光器
 　  ・発電機
 　  ・コードリール
 　  ・拡声器
　   ・誘導灯
 　  ・携帯用無線機（トランシーバー）

　（組織数）
　　３２６（組織率２５．５％）
　（結成自治会）
　　４０７自治会（世帯数３５，８３９）

防災団体等

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

分　　　　類

庵　　　　　　　治　　　　　　　町
 ・庵治幼稚園幼年消防クラブ（幼稚園１クラブ）

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 部　 会 　名 消　　　　防２４－１８　消防防災関係事業

問　　題　　点　　・　　課　　題

  高松市の制度に統一する。

対　　　　　　応　　　　　　策
  高松市の制度に統一する。

調　　　　　　整　　　　　　案

　防火団体及び自主防災組織に差異があ
る。
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１　名称 　高松市地域防災計画 　庵治町地域防災計画 　地域防災計画に差異がある。

２　策定年度 　昭和３９年 　昭和４２年
　（平成８年度に震災対策編を作成している。） 　（平成９年度に震災対策編を作成している。）

３　目的 　市民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある災害
に係る災害予防、災害応急対策、および災害復旧に
関し、防災対策を総合的かつ計画的に推進し、本市
の地域ならびに市民の生命、身体および財産を災害
から保護する。

４　計画の内容 　○　一般対策編 　○　一般対策編
１　総則 １　総則
２　災害予防計画 ２　防災機関の業務の大綱
３　災害応急対策計画 ３　災害予防計画
４　災害復旧・復興計画 ４　災害応急対策計画
５　財政金融措置 ５　災害復旧計画

　○　震災対策編 　○　震災対策編
１　総則 １　総則
２　災害予防計画 ２　災害予防編
３　災害応急対策計画 ３　災害応急対策計画 　高松市の制度に統一する。
４　災害復旧計画 ４　災害復旧計画

　○　資料編

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 地域防災計画

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町

　庵治町における災害に係る災害予防、災害応急対
策及び災害復旧に関し、防災関係機関が処理すべ
き事務又は業務の大綱等を定め、これにより防災対
策を統合的かつ計画的に推進することを目的とする。

　地域防災計画については、両市町の地域
特性等を踏まえ、合併後速やかに庵治町地
域を含めた計画に見直す。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１８　消防防災関係事業 部　 会 　名 総　　　　務
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１　目的 　市内において、災害が発生し、または発生する恐 ・無線施設及び周波数が異なる。

れがあるとき、市民の安全の確保のため、災害情報
の収集及び伝達を円滑に行うことを目的として、設置
している。

２　施設 　【移動系無線】 　【移動系無線】
施設整備年度　 平成２年度 施設整備年度 昭和５３年度
基地局 高松市役所　本庁舎内 基地局 庵治町役場本庁舎内
移動局数 ４９局 移動局数 ２３局
　車載携帯型 ２５局 　車載携帯型 １４局
　集落可搬型 ２２局 　集落可搬型 －
　携帯型 　２局 　携帯型 ９局
周波数ＭＨｚ ４６６．７６２５ＭＨｚ 周波数MＨｚ １５１．４７ＭＨｚ

　【同報系無線】 　【同報系無線】
該当なし。 施設整備年度 平成４年度
（整備について、検討中。） 基地局 庵治町役場本庁舎内

屋外拡声子局数 １７局
戸別受信機設置数 ２８０戸
周波数 ６９．７５ＭＨｚ

３　戸別受信機 　該当なし。 設置資格 町内住民
経費負担 全額住民負担

　※　移動系無線
車載型や携帯型の陸上移動無線局と基地局で通信を行うものであり、主として自治体内の通信手段。

　※　同報系無線
市町村庁舎と屋外拡声器や家庭内の個別受信機を結び、地域住民への災害情報の伝達に活用されるもので、災害の
予警報を一斉通報する同報通信方式が特徴的な利用形態。

　庵治町の災害時における通信連絡及び日常行政
事務に関する広報活動を円滑に行い、行政の推進、
生活文化の向上、人命保護、災害の防止等住民の
福祉に資するため、設置している。

防災行政無線

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町

 ※平成９～１０年度自治会に対し設置事業費と
して、１基５，０００円を超える額を補助した。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１８　消防防災関係事業 部　 会 　名 総　　　　務

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類

・両市町の基地局の接続方法等を検討する
必要がある。

・高松市では、移動系無線の更新、同報系無
線の整備を検討中である。

・移動系無線の周波数は、１市町村1波が原
則となっているが、高松市において施設の更
新を行うまでの間、現行の２波で運用する。
・両市町の各無線施設の接続方法について
は、合併時までに調整する。

　庵治町の防災行政無線については、高松
市においてシステムの更新等を行うまでの
間、現行のとおり運用するものとする。
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協議第４７号資料 

「「社社会会教教育育事事業業ににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  

  

生 涯 学 習 基 本 計 画 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       １９  

子 ど も 読 書 活 動 推 進 計 画 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       ２０  

子 ど も の 健 全 育 成 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ２１～２２  

留 守 家 庭 児 童 会 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       ２３ 

子 ど も 会 活 動 の 促 進 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       ２４ 

P T A 活 動 の 促 進 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       ２５ 

成 人 式 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       ２６  

青 年 活 動 の 推 進 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       ２７   

家 庭 教 育 等 の 推 進 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       ２８ 

成 人 教 育 の 推 進 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       ２９   

公 民 館 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ３０～３２   

高 松 市 生 涯 学 習 セ ン タ ー に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       ３３ 

少 年 育 成 セ ン タ ー 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       ３４  

ス ポ ー ツ 団 体 育 成 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ３５～３６  

ス ポ ー ツ イ ベ ン ト 等 振 興 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       ３７    

各 種 ス ポ ー ツ イ ベ ン ト 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       ３８   

体 育 指 導 委 員 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       ３９   

学 校 体 育 施 設 開 放 推 進 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ４０～４１  

体 育 施 設 管 理 運 営 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ４２～４４  
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（概要等） 　該当なし。

（計画期間）
　平成１５年度～平成１９年度
（目標）

（基本方針）
　・生涯にわたる学習機会の充実
　・生涯学習における人づくり
　・生涯学習における情報化
　・学びの場の充実と活用
　・生涯学習推進体制の強化

　高松市の制度を適用する。

分　　　　類 生涯学習基本計画

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　市民の学習意欲が高まる中、平成７年６月に策定し
た「高松市生涯学習基本計画」に基づき、総合的な
学習環境の整備を行ってきたが、社会情勢の変化に
的確に対応した計画とするため、平成１５年８月に新
たに「新高松市生涯学習基本計画（いきいき高松ま
なびプラン）」を策定し、生涯学習の推進を図るため
の施策事業の進行管理を行っている。

調　　　　　　整　　　　　　案

１　生涯学習基本
　計画

項　　　　目

　豊かな人間性と学びの輪を育てる生涯学習都市・
高松

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２０　社会教育事業 部　 会 　名 教　　　育

対　　　　　　応　　　　　　策
　合併後において、庵治町地域を含めた計
画の見直し等を行う。

　庵治町では、生涯学習基本計画が策定さ
れていない。

高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題
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（計画期間） （計画期間）
　平成１６年度～平成２０年度 　平成１５年度～(終期は定めていない。)

（基本方針） （基本方針）

（重点プロジェクト） （重点プロジェクト）
①ブックスタート ①高松市と同じ。
②ブックリストの作成 ②該当なし。
③ボランティアの養成 ③該当なし。
④一斉読書活動の推進 ④高松市と同じ。
⑤学校図書館図書の整備 ⑤該当なし。
⑥学校図書館情報システムの構築・活用 ⑥該当なし。
⑦学校図書館指導員の配置 ⑦該当なし。
⑧子ども読書まつり ⑧該当なし。

⑨学校図書館及び町民会館図書室の整備
⑩蔵書情報の整備
⑪町民会館図書室内の子ども読書室の整備

  計画の内容に差異がある。

　高松市の制度に統一する。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　合併後において、庵治町地域を含めた計
画の見直し等を行う。

１　子ども読書活
　動推進計画

（概要等）
　子どもの読書離れが指摘される中、子どもたちの読
書活動を推進するため、「高松市子ども読書活動推
進委員会」を設置するとともに、「高松市子ども読書
活動推進計画」を策定し、関係施策事業の総合的か
つ効果的な推進を図る。

①家庭、地域、学校等を通じた社会全体での取組み
　の推進

②社会的気運を醸成するための啓発・広報活動の
　推進

（概要等）
　子どものたちの読書活動を推進するため、「庵治町
子ども読書活動推進計画」を策定し、総合的かつ効
果的な施策の実施を図る。

　高松市と同じ。

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 子ども読書活動推進計画

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２０　社会教育事業 部　 会 　名 教　　　育
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　該当なし。

（補助基準）　　年額５０円／㎡
　該当なし。

　・１教室　小学生２０人程度
　・１講座６回　２公民館　

　該当なし。

【子ども会・指導者講習会】

　子どもが土に親しみ農作物を育てる喜びと勤労の
尊さを体験することにより、健康で情操豊かな子ども
の成長を図るため、子ども農園開設に対し、補助して
いる。

対　　　　　　応　　　　　　策

　子どもが外国語や外国の文化に親しむため、地区
公民館において講座を開設している。

調　　　　　　整　　　　　　案

・庵治町では、子ども農園、子ども外国語
講座及び少年教育指導者派遣事業を実
施していない。
・共催事業に差異がある。

　高松市の制度に統一する。
　ただし、庵治町地域で実施している共催
事業については、地域の自主活動事業と
する。

　高松市の制度に統一する。
　ただし、庵治町地域で実施している共催
事業については、地域の自主活動事業と
する。

　学校週５日制に対応し、地域と子どもの結びつきを
深めるため、研修会などに、専門的な指導・助言を
行う指導員を派遣している。

　子どもの健やかな成長を図るため、教育委員会、
青少年健全育成町民会議、PTA協議会などが協力
しあって、地域ぐるみで子どもを育てる活動を行って
いる。
　・小学生通学合宿
　・キッズクラブ
　・家族ふれあいつり大会
　・家族手打ちうどん教室
　・子ども天体観測
　・３世代ふれあい交流大会
　・親子クリーン作戦
　・柔道錬成大会　　など

　子ども会・育成会の指導者の知識・技能の習得を
図るため講習会を実施している。

１　子ども農園

１　子ども外国語
　教室

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

教　　　育

分　　　　類 子どもの健全育成

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２０　社会教育事業 部　 会 　名

３　少年教育指導
者派遣事業

４　共催事業
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【新春子どもﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ】

　・開催時期　 毎年２月の第１日曜日
　・開催場所　 中央公園など
　・主な内容　

【フットベースボール大会】

　・開催時期　　毎年８月中旬
　・開催場所　　西部運動センター

２４－２０　社会教育事業

(つづき) 　親子の人間関係や友達との友情を育て、健康で明
るい子どもの成長と子ども会活動の発展を図るため
実施している。

分　　　　類

高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町

調　　　　　　整　　　　　　案

子どもの健全育成

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目

行政制度等現況調書・調整方針

問　　題　　点　　・　　課　　題
４　共催事業

対　　　　　　応　　　　　　策

すもう大会、ドッジボール大会、かるた
大会など

　子どもの健康増進を図るとともに、友情、団結等を
培うため、校区対抗子ども会フットベースボール大会
を実施している。

部　 会 　名 教　　育協 定 項 目



 

- 23 - 

　保護者負担、利用日及び利用時間が異
なる。

　庵治町の放課後留守家庭児童会は、高
松市の放課後留守家庭児童会として引き
継ぐ。
　庵治町の放課後留守家庭児童会の利用
日及び利用時間については、合併年度は
現行のとおりとし、合併年度の翌年度から
高松市の制度に統一するものとする。
　ただし、保護者負担については、合併年
度は現行のとおりとし、合併年度の翌年度
から３年度目に高松市と同額になるよう段階
的に調整するものとする。

・庵治町の留守家庭児童会は、高松市の留
守家庭児童会として引き継ぐ。
・利用日及び利用時間については、合併年
度は現行のとおりとし、合併年度の翌年度
から高松市の制度に統一する。
・保護者負担については、合併年度は現行
のとおりとし、合併年度から３年度目に高松
市と同額になるよう段階的に調整するものと
する。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２０　社会教育事業 部　 会 　名 健　康　福　祉・教　育

分　　　　類

・留守家庭で、放課後、保護監督に著しく欠ける小学
校低学年児童を対象に留守家庭児童会を開設し、
指導員が保護者に代わって生活指導を行っている。
(内容)　　　　　　　 高松市と同じ。
（対象）　　　　　　　高松市と同じ。
（開設数）　　　 　　１教室
（定員）　　　　　　　３０人
（開設時間等）　※８月を除く
　平日：午後１時～午後５時３０分(４月～９月)
　　　　：午後１時～午後５時(１０月～３月)
（開設場所）　　　　 小学校内専用施設
（保護者負担）　　　無料
（運営方法）　　　　教育委員会が管理運営

１　留守家庭児童
会事業

留守家庭児童会事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町

・留守家庭で、放課後、保護監督に著しく欠ける小学
校低学年児童を対象に留守家庭児童会を開設し、
指導員が保護者に代わって生活指導を行っている。
（対象）　　　　　　　小学校低学年（１～３年生）
（開設数）　　　 　　２９教室
（定員）　　　　　　　各教室　４０人
（開設時間等）
　平日　　　　　　　　　放課後～午後６時
　長期休業期間等　　午前８時３０分～午後６時
（開設場所）　　　　 小学校内専用施設
（保護者負担）　　　月額５，０００円
（運営方法）
　管理は教育委員会で直営、運営は児童会ごとに運
営委員会を置き、その運営に当たる。
　
・放課後児童クラブで、保護者が労働等により昼間
家庭にいない児童に対して、適切な遊びおよび生活
の場を与えてその健全な育成を図っている。（川島
放課後児童クラブ）
（対象）　　　　　　　小学校低学年（１～３年生）
（開設数）　　　 　　１ヵ所
（定員）　　　　　　　５０人
（開設時間等）
　平日　　　　　　　　　放課後～午後６時
　土曜日　　 　　　　　午前８時３０分～午後６時
　長期休業中　　 　　午前８時３０分～午後６時
（開設場所）　　　　 小学校敷地外の市有地
（利用者負担金）
　月～金の利用者　 月額５，０００円
　月～土の利用者   月額７，０００円
（運営方法）
　管理・運営を地元団体に委託
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・補助対象団体等に差異がある。
・庵治町では、校区子ども会がない

・高松市子ども会育成連絡協議会 ・庵治町こども会育成連絡協議会
単位子ども会数　　６５３子ども会 単位子ども会数　　２０子ども会
子ども会員数　　１４，９５３人 子ども会員数　　　２９２人

   ※平成１６年度実績　１，９９３千円    ※平成１６年度実績　１５０千円
　
・高松市校区子ども会育成連絡協議会  該当なし。
　 校区子ども会数　４１子ども会
   ※平成１６年度実績　９６３千円

調　　　　　　整　　　　　　案

・合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から、高松市の制度に統一する。
・庵治町子ども会育成連絡協議会について
は、高松市子ども会育成連絡協議会への
統合を促す。
・庵治町地域において、校区子ども会の設
立を促すとともに、設立後、高松市子ども会
育成連絡協議会への加入を促す。
・庵治町地域の子ども会組織への補助につ
いては、合併年度の翌年度から４年度目に
おいて、高松市の制度に統一するよう段階
的に調整する。

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から、高松市の制度に統一する。
　ただし、庵治町地域の子ども会組織への
補助については、合併年度の翌年度から４
年度目において、高松市の制度に統一す
るよう段階的に調整するものとする。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２０　社会教育事業 部　 会 　名 教　　　育

分　　　　類

１　内容

子ども会活動の促進

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町

　高松市と同じ。

２　補助対象団体

　子ども会活動の充実と子どもの健全育成を図るた
め、団体に対して、補助金を交付している。
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１　内容

２　補助対象団体 　高松市PTA連絡協議会 　庵治町PTA協議会
　　・校区数　　６２校 　　・校区数　　４校

　小学校（市立４１　国立１　直島１）　 　幼稚園（町立１）
　中学校（市立１８　国立１　直島１） 　小学校（町立２）
　（ただし、男木は小中学校で１校） 　中学校（町立１）

　　・会員数　　３０，４９９人 　　・会員数　５５０人
   ※平成１６年度実績　２，０００千円    ※平成１６年度実績　３０千円

　高松市立幼稚園ＰＴＡ連絡協議会
　　・園数　　１８園
　　・会員数　２，１８２人
　※平成１６年度実績　１００千円 調　　　　　　整　　　　　　案

　PTA活動の推進・発展及び幼稚園・学校・家庭・地
域社会の相互連携による児童・生徒の健全育成を図
るため、団体に対して、運営補助金を交付する。

　補助対象団体に差異がある。

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から高松市の制度に統一する。
　庵治町ＰＴＡ協議会については、高松市
PTA連絡協議会及び高松市立幼稚園PTA
連絡協議会への統合を促す。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２０　社会教育事業 部　 会 　名 教　　　育

　合併年度は現行のとおりとし、合併年度の
翌年度から高松市の制度に統一する。

分　　　　類 ＰＴＡ活動の促進

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町

　PTA活動の推進・発展及び学校・家庭・地域社会
の相互連携による児童・生徒の健全育成を図るた
め、団体に対して、運営補助金を交付する。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策
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１　実施日 　毎年　　成人の日 　毎年　　成人の日

２　場所 　高松市文化芸術ホール 　庵治町役場大会議室

３　対象者

平成１５年度対象者数 平成１５年度対象者数
　市内在住者　３，７５１人　　 　町内在住者　７８人　　
　市外在住者　　　３４１人　　   　町外在住者　１６人　　   

計　　　　　４，０９２人 計　　　　　９４人

４　内容 　記念式典を実施している。 　高松市と同じ。

５　主催等 　高松市・高松市教育委員会 　庵治町
　成人式運営スタッフ（公募） 　庵治町教育委員会

　成人者代表

６　記念イベント 　記念イベントは特に実施していない。 　高松市の制度に統一する。

　受付、司会は成人者の代表者が行っている。

７　記念品等 　対象者全員に記念パンフレットを送付している。 　出席者に記念品を配付している。
　冊子（マナー事典等）、紅白まんじゅう、記念写真

（ 主 催 ）
（企画・運営）

　高松市の制度に統一する。

　成人の日の趣旨を啓発するために、新成人自ら
が、または、新成人を祝い励ますために市民が、イベ
ント案を企画・提案・実施している。

（ 主 催 ）
（企画・運営）

分　　　　類 成人式

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　4/2～翌年4/1までに生まれた人
　市外に転出している人については、電話申込みに
より参加ができる。

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町
　記念イベント、記念品等に差異がある。

調　　　　　　整　　　　　　案

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２０　社会教育事業 部　 会 　名 教　　　育

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

　4/2～翌年4/1までに生まれた人
　市外に転出している人については、申込みにより参
加ができる。
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１　青年団体の育 　該当なし。
　成事業　

※平成１６年度実績　　　２２５千円

２　青年活動指導 　該当なし。
　員派遣

３　青年寺子屋事 　該当なし。
　業

４　知的障害者青 　該当なし。
　年教室

　高松市の制度を適用する。

　・開設教室数　　　１教室

分　　　　類

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２０　社会教育事業 部　 会 　名 教　　　育

青年活動の推進

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　治　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

　市内の青年相互の連携や青年活動の振興に努め
ている高松市青年連絡協議会に対し、運営補助をし
ている。

　市内の青年等を対象に指導員を派遣し、仲間づく
りや青年活動の活性化を図るとともに、青年団体の指
導者として活躍できる人材を育成している。

　青年自らが企画・運営して小学生たちと一緒に、学
校や家庭から離れて行う体験学習や異年齢層との世
代交流を通じて、集団の中で楽しみながら人と触れ
合う機会を創出するとともに、青年の資質向上・社会
参加を促進している。

調　　　　　　整　　　　　　案
　知的障害のある青年が、集団活動を通じて、仲間と
の連帯の輪を広め、人と触れ合う喜びを築いていくと
ともに、社会人としての知識・技能の習得を図る場と
して開設している。
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１　家庭教育学級 　庵治町では、家庭教育セミナーを実施して
いない。

　・市立小学校、幼稚園家庭教育学級　　５９学級 　・親子体操教室　年８回開催

　・市民グループ家庭教育学級　　　　　　 １２学級 　・小学校中学校家庭教育学級　年各１回開催

２　家庭教育セミ 　該当なし。
　ナー 　高松市の制度に統一する。

　・３コース

３　父親のための
　家庭教育出前
　講座 　・１０講座 　・年１回開催

４　就学時健診等
　を活用した子育 　高松市の制度に統一する。
　て講座

　・対象　　市立小学校　４１校（年１回開催） 　・対象　　庵治小学校　（年１回開催）
５　思春期の子ど
　もを持つ親のた
　めの子育て講座

　・対象　　市立中学校　１８校（年２回開催） 　・対象　　庵治中学校　（年２回開催）

　高松市と同じ。

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 家庭教育等の推進

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町

対　　　　　　応　　　　　　策

　家庭における子どもの教育上の諸問題等について
学習する場として家庭教育学級を開設している。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２０　社会教育事業 部　 会 　名 教　　　育

　学校説明会や保護者会等の機会を活用して、思春
期の子どもを持つ保護者を対象に講座を開設する。

 家庭教育の充実を図るため、子どもの発達段階に
応じた講座を開設している。

　父親等を対象に、家庭教育に関する専門の講師を
派遣し、講座を開設している。

　就学時健診等を活用して、家庭教育に関する専門
の講師を派遣し、保護者向けに講演・指導を行って
いる。

　高松市と同じ。

　庵治小学校で、保護者の父親等を対象に子育て
への参加を促す講演会を開催している。

　高松市と同じ。 調　　　　　　整　　　　　　案
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１　高齢者教室 　実施内容等に差異がある。
　

　・４１教室 　・１教室(年９回開催)

２　女性教室

　・地区女性教室 ３９教室 　・１教室(年９回開催)

　・市民グループ女性教室 　８教室

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２０　社会教育事業 部　 会 　名 教　　　育

分　　　　類

問　　題　　点　　・　　課　　題

成人教育の推進

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町

　教育委員会主催で、「あじさい大学」を町民会館で
開催している。

　教育委員会主催で、「レディースクラス」を町民会館
で開催している。

　市内の地区老人ｸﾗﾌﾞ等の申請により、地区公民館
等で開設している。

　地区婦人会等や市民グループの申請により、地区
公民館等で開設している。

　高松市の制度に統一する。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　高松市の制度に統一する。
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１　施設の概要 ・地区公民館　　　　　　４１館 ・公民館　　１館（庵治町民会館）
　　（敷地面積） ２，８４４㎡
　　（延べ床面積） １，５１６㎡
　　（構造） 鉄筋コンクリート造３階建
　　（施設概要） 図書室、小会議室、和室、

　　大会議室、会議室、講座室、
　　視聴覚室、調理実習室、茶室、
　　団体室

ＲＣ：鉄筋コンクリート　　　ＳＡＬＣ：鉄骨造軽量気泡ｺﾝｸﾘｰﾄパネル張

・管理公民館 ・管理公民館
　該当なし。

1

公民館名
敷地面積 延床面積

構造
（ｍ２） （ｍ２）

鶴尾中部 86.83 86.83

調　　　　　　整　　　　　　案

木造１Ｆ

対　　　　　　応　　　　　　策
　庵治町の公民館については、高松市に引き継
ぐ。
　庵治町の公民館の取扱い及び開館時間・使用
料等については、合併時までに調整する。

　公民館の開館日、開館時間等に差異がある

　庵治町の公民館については、高松市に引き継
ぐ。
　庵治町の公民館の取扱い及び開館時間・使用
料等については、合併時までに調整する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２０　社会教育事業 部　 会 　名 教　　　育

分　　　　類 公民館

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

敷地面積 延床面積 敷地面積 延床面積

（㎡） （㎡） （㎡） （㎡）

1 二番丁 663.19 450.87 RC2F 22 前田 1,913.86 450.75 RC2F

2 四番丁 428.28 450.66 RC2F 23 川添 1,515.05 671.30 RC2F

3 亀阜 348.23 450.54 RC2F 24 林 1,143.32 450.64 RC2F

4 栗林 1,097.37 450.76 RC2F 25 三谷 1,426.01 450.20 RC2F

5 花園 350.00 503.00 RC3F 26 仏生山 1,470.85 650.97 RC2F

6 松島 1,159.05 672.11 RC2F 27 一宮 1,904.00 650.77 RC1F

7 築地 333.73 450.38 RC2F 28 多肥 1,490.74 450.68 RC2F

8 新塩屋町 542.01 450.76 RC2F 29 川岡 1,218.69 450.23 RC2F

9 日新 251.23 502.20 RC3F 30 円座 1,403.76 450.63 RC2F

10 鶴尾 1,562.51 578.08 RC2F 31 檀紙 2,336.00 450.17 RC2F

11 太田 1,516.30 450.79 RC2F 32 弦打 2,024.59 673.48 RC2F

12 太田中央 1,500.44 420.38 RC2F 33 鬼無 1,524.67 450.51 RC2F

13 太田南 1,919.35 420.15 RC2F 34 香西 1,132.55 650.61 RC2F

14 木太 1,697.70 450.71 RC2F 35 下笠居 843.16 522.20 RC2F

15 木太南 1,453.66 420.62 RC2F 36 女木 712.56 400.92 SALC2F

16 木太北部 1,254.00 420.56 RC2F 37 男木 327.30 400.66 SALC2F

17 古高松 1,021.06 450.51 RC2F 38 川島 1,852.81 650.80 RC2F

18 古高松南 1,333.81 420.49 RC2F 39 十河 1,251.97 400.86 RC2F

19 屋島 1,826.71 450.42 RC2F 40 東植田 1,048.00 400.00 RC2F

20 屋島西 1,421.02 424.58 RC2F 41 西植田 1,395.58 400.27 RC2F

21 屋島東 2,650.37 420.76 RC2F

公民館名 構造公民館名 構造
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２　開館時間等 ・開館時間 ・開館時間
　　午前９時～午後１０時 　　午前９時～午後１０時
　　（ただし、日曜日は午後５時まで）

・休館日 ・休館日
　　国民の祝日に関する法律に規定する休日
　　１２月２９日から翌年１月３日まで

３　公民館事業 ・公民館講座 ・公民館講座

・同好会活動 ・同好会活動
　高松市と同じ。

・貸館 ・貸館

部　 会 　名 教　　　育

　月曜日を除く国民の祝日に関する法律に規定する休日

　（ただし、日曜日及び月曜日に当たる国民の祝日に関する
法律に規定する祝日については午後５時まで）

　月曜日（その日が祝日法に規定する祝日に当たるとき
は、その翌日）

　１２月２９日から翌年１月３日まで

協 定 項 目 ２４－２０　社会教育事業

行政制度等現況調書・調整方針

分　　　　類 公民館

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町

　各地域住民の生涯学習に係る場を提供し、生涯学
習の振興を図るため、各地区公民館のホールや会議
室を貸出している。

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

　地域住民の学習要求に応えるため、人権学習・家
庭教育・ボランティア学習等の現代的課題や、学校
週５日制に対応した講座を実施している。

対　　　　　　応　　　　　　策
　地域住民の学習要求に応えるため、趣味や教養を高
める文化講座や、学校週５日制に対応した講座を実施
している。

　地域住民の生涯学習に係る場を提供し、生涯学習の
振興を図るため、町民会館のホールや会議室を貸出し
ている。

　地域住民の自主的な学習活動として、同好会活動
が行われている
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４　使用料 ・公民館使用料 ・庵治町公民館使用料

※冷暖房を使用する場合は、１時間につき大会議室
と和室については1,000円、その他については２００
円加算する。
※減額団体については午前、午後、夜間それぞれ
１回につき１時間の料金を加算する。

※公民館活動や同好会活動など、地域住民の教
育、学術、文化の増進に資すると認められる場合は、
使用料を減免している。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 公民館

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２０　社会教育事業 部　 会 　名 教　　　育

使用時間 午前９時から 午後から 午後５時から

区分 正午まで 午後５時まで 午後１０時まで

小会議室

（４０㎡未満）
２２０円 ２５０円 ３７０円

中会議室

（４０㎡以上１５０㎡未満）
４３０円 ５００円 ７６０円

大ホール

（１５０㎡以上）
８７０円 １，０１０円 １，５２０円

調理実習室 ６５０円 ７６０円 １，１４０円

冷暖房装置 その室の使用料の２分の１の額

町民会館使用料

通常額 減免額 通常額 減免額
１階 小会議室 ６００円 ２００円 ８００円 ２００円
１階 和室 １,１００円 ３５０円 １,７００円 ５５０円
２階 大会議室 １,３００円 ４００円 １,７００円 ５５０円
２階 会議室 １,１００円 ３５０円 １,５００円 ４５０円
２階 講座室 １,１００円 ３５０円 １,５００円 ４５０円
２階 視聴覚室 １,１００円 ３５０円 １,５００円 ４５０円
２階 調理室 １,１００円 １,１００円 １,５００円 １,５００円
２階 茶室 １,１００円 ３５０円 １,５００円 ４５０円

午前・午後 夜　　　間
区　　　分
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１　概要 （所在地） 　該当なし。
　高松市片原町１１番地１（むうぶ片原町ビル内）
（延床面積）
　３，１８６．２４㎡

（構造）

（施設）
　

大研修室
小研修室
和室
ＯＡ実習室
実習室
音楽室
視聴覚室
市民ギャラリー

２　事業概要 ①高松市生涯学習カレッジ
②高松市生涯学習推進事業
③指導者・ボランティア養成事業

調　　　　　　整　　　　　　案
　高松市の制度を適用する。

教　　　　育

問　　題　　点　　・　　課　　題項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　治　　　　　　町

対　　　　　　応　　　　　　策

　鉄骨鉄筋コンクリート造１３階建ての１階から４階ま
での各階の一部

施設名

多目的ホール ３０１㎡ ２２０人

面積

分　　　　類 高松市生涯学習センター

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２０　社会教育事業 部　 会 　名

６６㎡

２２４㎡
８４㎡
１８畳
９１㎡ ２０人
９０㎡
９０㎡
８４㎡

定員

３　生涯学習情報
システム

　市民の学習活動を支援するため、人材・イベント・
施設情報等の各種学習情報の提供、施設予約管理
及び事業管理等の各種機能を持つ生涯学習情報
システムを運営している。

３２人
１６人
４２人
―

９０人
４２人
２４人
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　高松市が運営 　庵治町が運営

２　事業内容 （巡視・補導業務） （巡視・補導業務）
　問題行動や非行防止のための巡視補導を行う。 　高松市と同じ。
（相談業務） （相談業務）
　青少年の多様な悩みに相談対応する。 　高松市と同じ。
（地区住民会議サポート） （地区住民会議サポート）

（その他） （その他）
　環境浄化・広報啓発・研修等を行う。 　高松市と同じ。

　高松市の制度に統一する。

分　　　　類 少年育成センター事業

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目

１　実施主体
高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　治　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２０ 社会教育事業 部　 会 　名 教　　　　育

　地域住民の健全育成活動を支援するため、庵治町
青少年健全育成町民会議へ補助金を交付してい
る。

　地域住民の健全育成活動を支援するため、高松市
青少年健全育成市民会議に対して補助金を交付し
ている。
　なお、各校区ごとの青少年健全育成連絡協議会に
対しては、高松市青少年健全育成市民会議から、活
動費を助成している。

　高松市の制度に統一する。
　庵治町青少年健全育成町民会議につい
ては、高松市青少年育成市民会議への統
合を促す。
　なお、活動支援方法等については、庵治
町の地域活動の実情を考慮する中で、適
切に対応するものとする。
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１　体育協会 　（名　　　称） 高松市体育協会 　（名　　　称） 庵治町体育協会
　（加盟団体） ２７ 団体 　（加盟団体） ９ 団体
　（活動内容） 　（活動内容）
　　自主的に行う大会や、スポーツ教室・講座の開催 　　自主的に行う大会や、講習会の開催を奨励し、
　を奨励し、高松市における競技力の向上と競技の 　庵治町における競技力の向上と競技の普及・振興
　普及・振興を図っている。 　を図っている。
　（補助金） ２，７００千円 　（補助金） １，２００千円
　競技団体補助金

 @５０千円×２７団体＝１，３５０千円
　選手育成補助金　　　　　　　１，３５０千円

２　地区体育協会 　（名称） 高松市地区体育協会 　該当なし。
　（地区数） 市内　３７地区
　（活動内容）
　　地区で行うスポーツ大会・教室・講座を奨励し、
　住民の健康・体力つくりの増進や、地域における
　生涯スポーツの振興を図っている。
　（補助金） ６，１００千円
　地区体協補助金　

 @１５０千円×３７団体＝５，５５０千円
　連絡協議会補助金　　　　　１，３５０千円

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

分　　　　類 スポーツ団体育成事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２０　社会教育事業 部　 会 　名 教　　　育

調　　　　　　整　　　　　　案

・合併年度は現行のとおりとし、合併年度の翌年
度から、高松市の制度に統一する。
・庵治町体育協会については、高松市体育協会
への統合を促す。
・庵治町地域において、地区体育協会の組織化
を促すものとする。
・庵治町地域の体育協会及びスポーツ少年団
への補助については、合併年度の翌年度から４
年度目において、高松市の制度に統一するよう
段階的に調整するものとする。
・庵治町地域のスポーツ少年団の新規登録窓
口については、現行のとおりとする。
・庵治町地域のスポーツ少年団の練習時間帯に
ついては、指導者確保の観点から、日没後も認
めることとする。

　高松市の制度に統一する。
   ただし、庵治町地域における体育協会及
びスポーツ少年団への補助については、合
併年度は現行のとおりとし、合併年度の翌
年から４年度目において高松市の制度に
統一するよう段階的に調整するものとする。

・体育協会及びスポーツ少年団への補助に差
異がある。
・庵治町では、地区体育協会がない。
・スポーツ少年団の登録料等に差異がある。
・高松市スポーツ少年団では、日没後の練習を
認めていない。
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３　高松市体力 　（名称）　　高松市体力つくり市民会議 　（名称）　　庵治町体力つくり推進協議会
　つくり市民会議 　（加盟団体）　　１６団体 　（加盟団体）　

を推進。有酸素運動の提唱、実践。
　（補助金）　補助金　　１５０千円

  ＠１０千円×１６団体＝１６０千円
４　スポーツ少年団 　（名称） 高松市スポーツ少年団 　（名称） 庵治町スポーツ少年団

　（登録数） １５７ 団体 　（登録数） ４団体
　（人数） ３，６２７ 人 　（人数） １４７人
　（登録料） 　（登録料）

　（受付窓口） 高松市市民スポーツ課 　（受付窓口） 庵治町教育委員会事務局
　（専門委員会） 　（専門委員会）
　　軟式野球・剣道・バレーボール・サッカー・ソフト なし
　　ボール・バドミントン・その他種目〔７専門委員会〕
　（活動内容） 　（活動内容）
　　種目別交流大会の開催や、スポーツ少年団認定 　　軟式野球、バレーボール、柔道、剣道の４種目の
　員養成講習会、巡回指導者講習会を開催している 　団体が活動している他、国や県の研修会や交流大
　他、中高生の団員によるリーダー会活動等を行っ 　会への参加をしている。
　ている。
　（練習時間帯） 日没まで 　（練習時間帯） 特に定めていない
　（補助金） 矢島町・高松市スポーツ少年団交流 　（補助金） ４００千円

事業補助金 １００千円
※各スポーツ少年団が交互に訪問、
　受け入れを行う事業に対する補助

　（負担金） スポーツ少年団認定員養成講習会 　（負担金） なし
事業負担金 ６１千円

部　 会 　名 教　　　育

行政制度等現況調書・調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

分　　　　類 スポーツ団体育成事業

協 定 項 目 ２４－２０　社会教育事業

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

　（活動内容）　いつでもどこでもできる生涯スポーツ

　（補助金）　構成団体補助金　　１６０千円
　（活動内容）　町民の体力つくり運動を推進。

　庵治町体育指導委員、庵治町
教育委員会事務局職員

指導者１，５００円（国700円、県300円、市500円） 指導者　１，０００円（国700円、県300円）

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策
団員　　 　７００円（国300円、県200円、市200円） 団員　　   　５００円（国300円、県200円）
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１　市・町民スポー 　（名称） 高松市民スポーツフェスティバル 　（名称） 庵治町民運動会
　ツ大会 　（開催時期） ９月～１０月 　（開催時期） ５月（連休後）

　（内容）　 　（内容）　
　・小学校区対抗競技大会（校区別） 　・自治会対抗リレー競技

リレー競技 ゲートボール競技 　・レクリエーション競技等
ボウリング競技 卓球競技
バレーボール競技 ソフトボール競技
バドミントン競技 インディアカ競技 　（運営）

　・屋島一周クオーターマラソン 庵治町職員で運営
広域都市圏（周辺１０町）オープン競技

　・スポーツ・レクリエーション大会「トリムの祭典」
フリー参加型スポーツイベント 　（主催）

　（運営） 庵治町
高松市民スポーツフェスティバル実行委員会
概要 　（経緯・現状）
　企画、運営、広報、参加促進、関係機関及び
　団体との連絡調整等

　（主管団体）
高松市体育協会
高松市地区体育協会
体力つくり市民会議
高松市体育指導委員連絡協議会

２　地区運動会 （名称） 町民運動会、地区運動会、校区運動会等 　該当なし。
※地区ごとに名称が異なる。
　（３７地区体育協会）

（開催時期） 春または秋に開催
（内容） 地区ごとに決定する。
（運営） 各地区体育協会主催

各地区体育協会と小学校との共催

対　　　　　　応　　　　　　策

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２０　社会教育事業 部　 会 　名 教　　　育

・市・町民スポーツ大会の内容等に差異が
ある。
・庵治町では、地区運動会を開催していな
い

分　　　　類 スポーツイベント等振興事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　平成１３年に町制３０周年記念として実
施。以降実施されていない。

高松市の制度に統一する。
調　　　　　　整　　　　　　案

　平成８年までは、毎年実施していたが、隔
年で行うことが決定。

　平成１０年実施後、町の節目の年に行うこ
とに決定。

・高松市の制度に統一する。
・庵治町の町民運動会は、高松市の地区運
動会として取り扱うものとし、補助について
は、庵治町地域のスポーツ振興を図る観点
から、適切に対応する。

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題
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各種スポーツイベント事業

1　主催、共催事業 　・高校選抜ソフトテニス大会 　・町長杯軟式野球大会
　・健脚大会（琴平・塩江） 　・町長杯バレーボール大会
　・仏生山スポーツフェスタ 　・壮年ソフトボール大会
　・郡市対抗源平駅伝競走大会 　・自治会対抗バレーボール大会
　・市民遠泳大会 　・早朝軟式野球大会
　・地区対抗ドッジボール大会 　・健脚大会（塩江）

　・郡市対抗源平駅伝競走大会

2　後援事業 　・市民早朝野球大会 　・柔道練成大会
　・水戸、高松親善都市交歓野球大会
　・彦根、高松姉妹城都市交歓少年野球大会
　・高松、松江市都市間交流事業バレーボール大会
　・矢島町、高松市スポーツ少年団交流

３　その他 　・サンドヒル高松グラウンドゴルフ大会 　・ファミリーマラソンｉｎＡｊｉ
（補助金支出のみ）　・西日本中央連携軸スポーツ大会 　・国体出場者激励事業

　　（家庭婦人バレーボール・ジュニアサッカー） 　・こどもマリンスポーツ交流事業
　・市民ハイキング

　高松市の制度に統一する。
　ただし、ファミリーマラソンinＡｊｉ及びこども
マリンスポーツ交流事業については、現行
のとおり継続する。

問　　題　　点　　・　　課　　題

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

・両市町で、類似のイベントがある。
・庵治町のスポーツイベントについては、参
加対象や実施場所が庵治町地域に限られ
るものがある。

・高松市の制度に統一する。
・両市町の類似イベントについては、統合
する。
・庵治町のスポーツイベントについては、庵
治町の地区体育協会の自主運営とする。
　ただし、ファミリーマラソンｉｎＡｊｉについて
は、高松市民スポーツフェスティバルの中
で現行のとおり継続し、こどもマリンスポーツ
交流事業についても現行のとおり継続する
ものとする。

庵　　　　　　　治　　　　　　　町
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

行政制度等現況調書・調整方針

部　 会 　名 教　　　育

分　　　　類

協 定 項 目 ２４－２０　社会教育事業
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１　構成 　（委員） 　（委員）
　　学識経験を有する者と、４１小学校区から推薦さ
　れた男女各１名　（定員　９５名以内：※）

※２名×４１校区＋学識９名＝９１名 １０名
　（任期） 　（任期）
　　２年 （平成１６年４月１日～平成１８年３月３１日） 　　２年 高松市と同じ。

２　活動内容 　（定例会） 　（定例会）
　　毎月１回（第３木曜日） 　　毎月１回（第２木曜日）
　（研修会） 　（研修会）
　　年２～３回開催
　（主管、協力事業等）
　　年数回の全市的行事に参加 　（主管、協力事業等）
　　・高松市民スポーツフェスティバル総合開会式

　（運営）

　　・トリムの祭典（ニュースポーツの紹介）
　　・健脚大会（琴平、塩江）、郡市対抗源平駅伝

競走大会（立哨）

３　報酬 　　６，６００ 円／人　×　出席回数 　年額３４，０００円／人
（上半期、下半期の２期に分けて支出）   高松市の制度に統一する。

  高松市の制度に統一する。　国、県、讃岐地区（木田・香川郡）の研修
会に参加。

対　　　　　　応　　　　　　策

分　　　　類 体育指導委員

　スポーツに関心と理解を持ち、職務を積極的
に果たす者の中から教育委員会が委嘱する者

　体育指導委員の構成、活動内容及び報
酬に差異がある。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２０　社会教育事業 部　 会 　名 教　　　育

・早朝軟式野球大会、町長杯軟式野球大会、ナ
イターハイキング、ファミリーマラソン運営

・讃岐地区（木田・香川郡）スポーツフェスティバ
ル運営

・庵治町地域の委員については、庵治第二
小学校区を庵治小学校区に含め、男女１
名ずつとする。
・委員定数については、合併時までに見直
しを行うものとする。

調　　　　　　整　　　　　　案
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２　管理運営方法

４　補助金 　該当なし。

　該当なし。

・高松市の制度に統一する。
・庵治中学校の運動場は、小学校の代替施設として
使用し、体育館は一般開放する。
・庵治町地域の開放学校施設及び開放時間につい
ては、現行のとおりとする。
ただし、中学校のプール開放については、合併年度
は現行のとおりとする。
・小学校に学校体育施設開放運営委員会を設置し、
自主運営方法で管理運営を行う。

　高松市の制度に統一する。
　庵治町地域の開放学校体育施設及び開放時間に
ついては、現行のとおりとする。

５　管理謝金 　小学校体育施設開放事業については、各校区の
学校体育施設開放運営委員会が学校体育施設開
放事業費の中から支出している。
中学校体育施設開放事業費は、市教育委員会が固
定給と歩合給を合算して計算し、毎月支給している。
中学校の体育施設管理人１人平均　月　４２千円

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

３　使用の申請方
法

　小学校の体育施設については、学校体育施設開
放運営委員会（自主運営）に申込書申請、中学校の
体育施設については、高松市立中学校体育施設利
用登録申請書を教育委員会に提出し、システムによ
り予約申込を行っている。

　中学校の体育施設開放事業に関しては、補助金
制度はない。
小学校の体育施設開放事業に関しては、各校区の
学校体育施設開放運営委員会に年額２７０千円の補
助金を支出している。

　社会体育施設の利用者を構成員として、体育施設
開放委員会を設置し、利用予約の調整及び施設利用
の諸問題について協議している。原則、使用申込み
は、利用日の月の前月１日からとなっているが、開放
委員会での予約は前月の第１週目の練習日までの申
請を有効としている。申し込みは、教育委員会事務局
または町民会館で行う。

　小学校については、校区住民による自主管理運営
方式（各校区毎に学校体育施設開放運営委員会を
設置）とし、中学校については、市教育委員会直属
の指定校方式として、二段構えで管理運営を行って
いる。

　教育委員会が管理運営を行っている。

・管理運営方法、使用の申請方法、使用料及び開放
時間等に差異がある。
・庵治町では、夏季休業中、中学校のプールを開放
している。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２０　社会教育事業 部　 会 　名 教　　　育

問　　題　　点　　・　　課　　題
・小学校　体育館４１､運動場４１（夜間照明設置３７）
・中学校　体育館５、運動場６（夜間照明設置６、内１
校は小学校の代替）
・高等学校　運動場１（夜間照明設置１、内１校は小
学校の代替）

１　開放施設(学
校）の種類

分　　　　類

・小学校　体育館２､運動場２（夜間照明一部設置）
・中学校　体育館１、運動場１（夜間照明一部設置）、
プール１（夜間照明設置）
　※プールについては、夏季休業中のみ開放してい
る。

学校体育施設開放推進事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町
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６　使用料 小・中学校とも
体育館　1回　200円、運動場　１H 150円

７　開放時間 小学校 平日 19時～21時　 小学校運動場 平日 17時～日没
土曜日 13時～21時 土・日・祝 9時 ～日没
日・祝日 9時～21時 　〃　　体育館 平日 17時～22時

中学校（夜間開放のみ） 19時～21時 土曜日 9時 ～22時
日・祝 9時 ～17時

中学校運動場 20時～22時
　〃　　体育館 平日・土 20時～22時

日・祝 9時 ～17時

調　　　　　　整　　　　　　案

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２０　社会教育事業 部　 会 　名 教　　　育

小学校　無料
中学校　電気代相当分として、体育館（半面800円、
全面1,600円）、運動場2,000円～4,000円

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

分　　　　類 学校体育施設開放推進事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町
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１　体育館 ・総合体育館（ｱﾘｰﾅ面積　4,474.24㎡） ・庵治町体育センター(アリーナ面積1,519．06㎡)
利用時間：8：30～22：00 利用時間　9：00～22：00

使用料：１０，１６０円～777,530円（第1競技場）  　 使用料   　１時間当たり　２００円

・亀水運動センター（体育館ｱﾘｰﾅ面積　768㎡）
利用時間：9：00～21：00
使用料：2,790円～264,130円

・西部運動センター（体育館ｱﾘｰﾅ面積　1,484㎡）
利用時間：9：00～21：00
使用料：6,100円～４３７，９２０円

２　競技場 ・ヨット競技場 　該当なし。
艇庫７棟（ディンギー５８艇）
艇置場（ディンギー２２９艇、クルーザー７２艇）
クレーン４．８トン

３　庭球場 ・朝日町庭球場 ・庵治町深間テニスコート
砂入人工芝コート５面、夜間照明施設
利用時間：8：30～21：00 利用時間：6：00～22：00
使用料：1時間　一般340円、学生230円 使用料 １面　　１時間当たり　５００円
　 夜間照明使用料　1面当たり110円 照明料 １面　　１時間当たり　５００円

・亀岡庭球場 クレーコート４面
・仏生山運動場庭球場 クレーコート２面
・亀水運動センター庭球場 砂入人工芝コート８面

・管理運営方法、使用の申請方法、利用時間及
び使用料等に差異がある。
・庵治町では、中学校の部活動、スポーツ少年
団、体育協会等が体育施設を使用する場合、減
免措置をしている。

・高松市の制度に統一する。
・庵治町地域の体育施設の利用時間は現行のと
おりとし、使用料については、高松市の例により、
現行の町内在住者の使用料に統一するものとす
る。
・減免措置については、合併年度及びこれに続く
３年度に限り、現行のとおりとする。

　高松市の制度に統一する。
　庵治町地域の体育施設の利用時間は現行のと
おりとし、使用料については、現行の町内在住者
の使用料に統一するものとする。
　減免措置については、合併年度及びこれに続く
３年度に限り、現行のとおりとする。

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

分　　　　類 体育施設管理運営

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２０　社会教育事業 部　 会 　名 教　　育

問　　題　　点　　・　　課　　題高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町

ハードコート３面 　

 　※庵治町体育協会及び体育協会登録チームに
　　　対して、使用料の３割を減免している。
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４　グラウンド ・南部運動場 ・庵治町民グランド
　　第１グラウンド(野球場）　両翼９１ｍ　中堅１２０ｍ
　　第２グラウンド（多目的広場）　
・亀水運動センター
　　グラウンド（野球場）両翼８５ｍ　中堅１１２ｍ
・西部運動センター
　　第１グラウンド(野球場）　両翼９１ｍ　中堅１２０ｍ
　　第２グラウンド（多目的広場）

利用時間：9：00～17：00（6～8月は19：00まで）
使用料：1時間　1,270円～1,520円

５　プール ・市民プール ・庵治中学校プール(２５m×６コース)
　　流水、少年プール　　１，０２２ｍ　　水深１ｍ　

　　　　　　　　　　　　　収容人員６８０人
　　幼児プール　　　　２５６．２６㎡　水深０．３ｍ

収容人員２５０人
・福岡町プール
　　温水プール（２５ｍ×６コース）
　　補助プール、採暖プール
・亀水運動センタープール
　　２５ｍ×８　コース

６　武道場 ・高松市総合体育館武道場 ・庵治町武道館（町民会館３階）
　　第１武道場　４４７．０６㎡ 　　剣道場　１面
　　第２武道場　４８３．５９㎡ 　　武道場　１面（８０畳～１５０畳）
　　 利用時間：8：30～22：00 利用時間：9：00～22：00
　　 使用時間：3,040円～13,710円 使用料：１，１００円～３，７００円

※3施設とも、身体障害者及びその介護者がプール
を個人使用する場合は、無料

※スポーツ少年団、中学校の部活動を中心に利用され
ており、スポーツ少年団・部活動は無料である。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

庵　　　　　　　治　　　　　　　町

体育施設管理運営

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

協 定 項 目

分　　　　類

行政制度等現況調書・調整方針

２４－２０　社会教育事業 教　　育

調　　　　　　整　　　　　　案

※庵治中学校プール開放事業として、夏季休業中（７
月２０日頃から８月２０日頃）午後５時から午後８時まで
中学校プールを町民に開放している。
　　入場料　１人２００円（高校生以下は無料）

野球１面、ソフトボール２面
両翼８０ｍ、中堅１１０ｍ

利用時間　　6：00～22：00
使用料　　1時間：　町内1,000円～3,100円
／町外2,100円～6,300円

※町及び教育委員会使用の場合は、全額
免除。また、体育協会主催大会の場合は、
使用料の２割を減免している。

部　 会 　名
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７　ゲートボール場 ・仏生山運動場 ・庵治町ゲートボール場
屋外ゲートボール場１面 屋外ゲートボール場２面

 利用時間：午前８時３０分～午後５時  利用時間：日の出～原則として日没
（６月～８月は午後７時まで）  使用料：無料

 使用料：無料  付属施設：工作工房室，休憩所，倉庫（トイレ含む）

 その他：民有地８５９㎡借用
　　　　　 借地料　年間１５０，０００円
（施設管理）

町老人クラブ連合会

８　管理運営 （財）高松市スポーツ振興事業団  庵治町教育委員会事務局

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

分　　　　類 体育施設管理運営

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町

部　 会 　名 教　　育

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２０　社会教育事業
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協議第４８号資料 
 
 
 

「「文文化化振振興興事事業業ににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  
 
 
 

指 定 文 化 財 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      ４６  
埋 蔵 文 化 財 調 査 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      ４７ 
文 化 財 学 習 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      ４８ 
文 化 奨 励 賞 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      ４９ 
文 化 祭 開 催 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      ５０ 
文 化 芸 術 活 動 推 進 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      ５１ 
文 化 団 体 の 育 成 ・ 支 援 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      ５２ 
歴 史 資 料 館 運 営 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ５３～５５   
歴 史 資 料 整 備 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      ５６ 
文 化 教 育 等 普 及 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      ５７ 
図 書 館 運 営 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      ５８ 
図 書 館 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      ５９ 
文 化 セ ン タ ー 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ６０～６１  
菊 池 寛 記 念 館 運 営 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      ６２   
文 化 芸 術 ホ ー ル 運 営 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ６３～６４    
地 域 振 興 館 （ 仮 称 ） 整 備 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      ６５ 
美 術 館 運 営 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ６６～６７    
美 術 館 施 設 使 用 料 等 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      ６８    
美 術 館 協 議 会 等 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      ６９ 
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１　文化財審議会 ・名 　称　　高松市文化財保護審議会 ・名 　称　　庵治町文化財保護審議会
・委員数　　８人（定数：１０人以内） ・委員数　　９人（定数：１０人以内） 差異がある。

・報　 酬　　６，６００円 ・報　 酬　　８，５００円 ・文化財保存等事業補助の補助金額に差異
・任　 期　　２年（平成１８年５月３１日まで） ・任　 期　　２年（平成１８年３月３１日まで） がある。

２　現況 高松市指定文化財 庵治町指定文化財
　３４件（平成１６年４月１日現在） 　１１件（平成１６年４月１日現在）
　　・有形文化財 １９件 　　・有形文化財 ６件 ・庵治町文化財保護審議会については、高松
　　・無形文化財 １件 　　・無形文化財 １件 市文化財保護審議会に統合するものとする。
　　・有形民俗文化財 １件 　　・有形民俗文化財 ４件 ・庵治町指定文化財については、高松市の文

　　・史跡 ９件 　　・史跡 該当なし。 化財として引き継ぐこととするが、指定に当た

　　・天然記念物 ４件 　　・天然記念物 該当なし。 っては庵治町の意向を十分に尊重する中で、
高松市文化財保護審議会に諮るものとする。

　文化財の保存・管理等のための事業に対して、予  高松市と同じ。
算の範囲内で補助。
　２３団体 ８，４７１千円（平成１５年度実績） 　３団体 １５０千円（平成１５年度実績）

４　文化財の指定 　文化財指定申請を受けて調査し、高松市文化財保  高松市と同じ。
護審議会に諮問。
　審議会の答申を受け、教育委員会に上程し指定。

　高松市の制度に統一する。

調　　　　　　整　　　　　　案

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２1　文化振興事業 部　 会 　名 文　　　化

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

分　　　　類 指定文化財

３　文化財保存等
事業補助

・文化財保存等事業に係る補助金については、
これまでの補助状況や現在の活動状況等を個
別に検討の上、決定するものとする。

・文化財保護審議会の委員数及び報酬等に

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　治　　　　　　町
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１　埋蔵文化財 （試掘調査） 　該当なし。 ・出土品の整理・保管方法に差異がある。
　　調査 　公共事業・民間開発事業を問わず、周知の埋蔵文 ・庵治町では、埋蔵文化財包蔵地の台帳

化財包蔵地並びにその隣接地で土木工事が行われ 及び地図が整備されていない。
ようとしているときは、文化財専門職員により事前に
試掘調査を行っている。
（発掘調査）
　試掘調査で埋蔵文化財の包蔵が確認された土地
については、工事に先立ち文化財専門職員により発
掘調査を実施し記録保存を行っている。

２　出土品整理・ 　発掘調査で出土した土器等遺物は、市内円座町に 　過去の発掘調査により出土した土器等遺物は、町 ・庵治町で所有している出土品については
　　保管 ある整理事務所で復元及び図面どりの後、パソコン 教育委員会事務局で保管しているが、パソコンによ 高松市に引き継ぐものとする。

にデータを取込み、同所にある収蔵倉庫で保管して るデータ管理は行っていない。 ・出土品のデータ管理方法が異なっている
いる。 ことから、全市的に統一したデータ管理が

できるよう、早急に庵治町地域の出土品の
３　埋蔵文化財包 　昭和５２年の「全国遺跡地図香川県」を元に、市内 　包蔵地台帳、地図とも整備していないが、一覧表 データ化を進める。
　　蔵地 一円の分布調査等の成果も加えて包蔵地台帳と地 にして整理している。 ・庵治町区域を含めた埋蔵文化財包蔵地

図を作成している。 の台帳及び地図を、合併時までに作成す
　（現在の包蔵地数は約８６０ヶ所、年間３００件余の るものとする。
　 包蔵地照会に対応）

４　埋蔵文化財 　土木工事中等に土器等遺物や遺構が発見された 　高松市と同じ。 　高松市の制度に統一する。
　　不時発見対応 時は、文化財保護法第５７条の５の規定に基づき

文化庁長官への届出を行っている。
　（年間１件程度）

調　　　　　　整　　　　　　案

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２１  文化振興事業 部　 会 　名 文　　　化

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

分　　　　類 埋蔵文化財調査事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　治　　　　　　町
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１　学習会等開催 【ふるさと探訪】 【ふるさとカルタ探訪ラリー】 ・学習会等の内容に差異がある。
　・市内に住所を有する市民を対象 　・町民を対象 ・庵治町では、埋蔵文化財展及び埋蔵文化
　・ほぼ月１回（日曜日の午前中）開催 　・H１４年度まで開催（H１５・１６年度は休止） 財出前講座を実施していない。
　・市内及び近郊の史跡を訪ねる。 　・町内の歴史や伝承、文化財を題材として作成した
【親子文化財教室】 　ふるさとカルタ（H12年3月作成）に掲載された場所
　・親子ペアで土器づくりなどを体験 　に一定期間スタンプを設置し、スタンプラリーを行
　・年２回開催 　う。スタンプが一定数以上そろった人に対し、ホット
【知って貰おう高松講座】 　ピアン（町営公衆浴場）の入浴券を配布。
　・転入者等を対象として、高松の文化財等を紹介
　・年２回開催

　庵治町の「ふるさとカルタ探訪ラリー」は、
２　埋蔵文化財展 　「市内の埋蔵文化財展」を、毎年８月に１週間 　該当なし。 高松市の「ふるさと探訪」事業に組み込む

市庁舎１階市民ホールで開催 ものとする。

３　埋蔵文化財 （内容） 　該当なし。
　　出前講座 　発掘調査の成果などをテーマに、文化財専門職員

が市内の公民館等へ要請に基づいて出向き、講演
（開催時期）
　希望により随時開催

　高松市の制度に統一する。

文化財学習事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　治　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２１  文化振興事業 部　 会 　名 文　　　化

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類
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１　名称 　高松市文化奨励賞 　該当なし。

２　内容 　高松市における文化の振興に貢献し、将来も活躍
が期待される者に対して文化奨励賞を授与
（贈呈式は、原則１１月１日に開催）

３　選考審議会 （目的）
　　文化奨励賞の受賞候補者の選考に関し、市長の
諮問に応じ、調査審議する。
（委員数）
　　８人（定数：１０人以内）
（任期）
　　１年
（報酬）
　　６，６００円

４　文化祭典 （名称） 　該当なし。
　　高松文化祭典
（内容）
　　過去の文化奨励賞受賞者が、芸術文化活動の成 　高松市の制度を適用する。
　果を発表するもの
（実行団体）
　　「受賞者の集い」

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 文化奨励賞

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　治　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２１  文化振興事業 部　 会 　名 文　　　化
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１　市・町民文化祭 　（名称） 　（名称） ・市・町民文化祭の開催時期が異なる。
　　高松市市民文化祭　「アーツフェスタたかまつ」 　　庵治町文化展・庵治町芸能大会 ・庵治町では地区文化祭を開催していな
　（開催時期） 　（開催時期） い。
　　６月中・下旬から７月上旬にかけての２～３週間 　　１１月２日・３日
　（内容） 　（内容）
　　生活文化ショー、音楽まつり、文芸まつり、茶会と
　生け花展、民謡・民舞まつり、演劇祭、美術展、
　趣味文化祭　等
　（運営委員会）
　　【組織】 　　・芸能発表会（１１月３日）：各同好会の芸能発表
　　市民文化祭運営委員会 　　　締太鼓、大正琴、日本舞踊、カラオケ、詩吟、
　　【概要】 　　　銭太鼓、庵治踊り等 　庵治町の文化展・芸能大会については、
　　企画・立案、各団体との連絡調整、広報活動　等 　（運営） 高松市地区文化祭として取り扱うものとす
　　【委員数】 　　庵治町文化協会が主催 る。
　　１７　名 　　町教委が事務局として設営・準備等を行う。
　（運営補助） 　（運営補助）
　　市民文化祭運営委員会に対して補助 　　文化展・芸能大会実施に係る補助は、文化協会
　　６，４４５　千円（平成１５年度実績） 　への補助に含めて交付している。

２　地区文化祭 　（開催場所） 　該当なし。
　　高松市内の公民館等（４１地区）で実施 　高松市の制度に統一する。
　（開催期間）
　　毎年10月から2月（地区により開催時期が異なる）
　（運営補助）
　　１開催につき、５０，０００円を補助している。

　　・文化展：各同好会の作品展示(菊、川柳、俳句、
　　絵画、書道、ろうけつ染、手芸品、幼・小・中学生
　　徒作品、茶席等)

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 文化祭開催事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　治　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２１  文化振興事業 部　 会 　名 文　　　化
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１　デリバリー（出 （概要） 　高松市と同じ。 ・庵治町では、学校巡回教室を実施してい
　　前）アーツ 　　圏域住民の身近なところに芸術文化を出前する ない。

　事業 ・市・町民大学の開催時期等に差異があ
（対象） る。
　　高松市と周辺１０町のサンネット高松の圏域住民
（内容）
　　毎年、５メニューを実施

２　学校巡回教室 【芸術教室】 　該当なし。
　（対象）
　　市内の小中学校の児童生徒
　（内容） 　高松市の制度に統一する。
　　洋舞・邦楽・オーケストラ演奏など生の優良な芸
　術を鑑賞する機会を提供
【能楽教室】
　（対象）
　　市内の小中学校の児童生徒
　（内容）
　　能・狂言・お囃子の生の優良な古典芸能を鑑賞
　する機会を提供

３　市・町民大学 （名称） （名称）
　　秋季市民大学 　　町民大学 　高松市の制度に統一する。
（内容） （内容）
　　高松大学・高松短期大学との共催で、文化講演 　　高松大学・高松短期大学との共催で、毎年１回
 会を開催し、地域の文化振興を図る。  開催している。
（開催時期） （開催時期）
　　９月 　　１０月

　なお、庵治町の町民大学は高松市の市
民大学に統合し、市民大学の開催を通じ地
域の文化振興を図るものとする。

調　　　　　　整　　　　　　案

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２１  文化振興事業 部　 会 　名 文　　　化

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 文化芸術活動推進事業

対　　　　　　応　　　　　　策

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　治　　　　　　町
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１　文化協会 （名称） （名称） ・文化協会の組織に差異がある。
　　活動補助 　　高松市文化協会 　　庵治町文化協会 ・文化団体の補助に差異がある。

（組織） （組織） ・庵治町文化協会に加盟している団体につい
　　４部門別協会に、１２０団体が加盟している。 　　部門別協会はなく、２６の団体により構成されて ては、高松市文化協会の部門別協会に加盟
　　（平成１６年３月３１日現在） 　いる。 している団体との相互調整が必要となる。
（補助内容） （補助内容） ・庵治町では、芸術文化活動補助を行ってい
　　高松市文化協会の運営に対して行っている。 　　高松市と同じ ない。

２　文化団体 （目的） 　該当なし。
　　事業補助 　　各文化芸術団体の行う市民文化の向上・発展に 　※文化協会への補助に含めて交付している。

　資する事業に対して補助金を支出し、各文化芸術
　団体の事業促進と活性化を図る。 ・高松市の制度に統一する。
（補助団体） ・庵治町文化協会については、高松市の地区
　　年度当初に申請があり、市長が適当と認めた事 文化協会として取り扱うものとする。
　業を実施する団体
（補助内容）
　　文化振興活動に対し、予算の範囲内において
　各団体に対して補助を行っている。

３　芸術文化活動 （目的） 　該当なし。
　　事業補助 　　芸術文化に関する事業に必要な経費を補助し、

　自主的な芸術文化活動の促進を図る。
（補助団体）
　　３２団体（平成１５年度実績）
（補助額）
　　５，７８０千円（平成１５年度実績）

分　　　　類 文化団体の育成・支援事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２１  文化振興事業 部　 会 　名 文　　　化

　高松市の制度に統一する。
調　　　　　　整　　　　　　案

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　治　　　　　　町

対　　　　　　応　　　　　　策

問　　題　　点　　・　　課　　題

・庵治町文化協会に対する補助については、
協会における相互調整の動向、活動状況等を
勘案するとともに激変緩和を考慮する中で、合
併時までに調整する。
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１　名称 　高松市歴史資料館 　該当なし。

１　運営協議会
（名称）
　高松市歴史資料館運営協議会
（委員数）

　７人（学識経験者、関係団体役員、公募委員）

（任期）
　２年
（審議内容）

　館の事業計画・運営について意見を得ている。

２　資料収集調査委員会
（名称）
　高松市資料収集調査委員会
（委員数）

　６人（学識経験者）
（任期）
　２年

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２１　文化振興事業 部　 会 　名 文　　　化

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 歴史資料館運営事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町

２　運営協議会等

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案
　高松市の制度を適用する。

（審議内容）
　高松市歴史資料館資料収集方針に基づき、購入資
料価格２００万円を超えるもの及び特に評価の高い資
料の寄託・寄贈の受け入れについては、資料収集調査
委員会に諮り、答申を得た資料を取得している。
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３　施設概要等 （目的）

（主な施設）

（管理施設等）
　資料保管倉庫

（開館日・開館時間）
・火～日曜日　　　９：００～１７：００

（休館日）
・月曜日（祝日に当たる場合は開館、翌日休）
・年末年始（１２月２９日から１月３日）

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２１　文化振興事業 部　 会 　名 文　　　化

分　　　　類 歴史資料館運営事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

　高松市の歴史、考古、民俗等に関する市民の知識及
び教養の向上と市民文化の発展に寄与するため設置。

　常設展示室、学習室、特別展示室、収蔵庫、事務室
等

対　　　　　　応　　　　　　策

４　開館日・開館
時間等

　ただし、特別展開催期間中の金曜日（祝日を除く）
は、９：００～１９：００

調　　　　　　整　　　　　　案
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５　展示内容 （常設展示）
・常設展示室
　高松の歩みを分かりやすく展示
・学習室
　高松の歴史を映像等で学べるよう展示

（特別展示）
　郷土色豊かな展示内容で、年３回の特別展を開催
（その他の展示）
・収蔵品展
　年１回、館の収蔵品を紹介する収蔵品展を開催
・ロビー展

６　観覧料等 （常設展示）
・一般　　　２００円（団体１６０円）
・高・大生　１５０円（団体１２０円）
（特別展示）
　１，０００円の範囲内において教育委員会が定める額

（減免対象者）
・６５歳以上の者
・身体障害者手帳等所持者
・義務教育諸学校の教育活動としての観覧者等

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２１　文化振興事業 部　 会 　名 文　　　化

分　　　　類 歴史資料館運営事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町

　歴史資料館のエントランスホールにおいて、資料の展
示・公開を行うロビー展を随時開催

問　　題　　点　　・　　課　　題

・高松市収蔵品情報システム　・Ｑ＆Ａ　・ビデオライブ
ラリー等

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策
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１　資料調査業務 （調査業務） 　該当なし。
　　等 　　高松市の歴史・文化等に関係した資料の収集お

　よび調査・分類整理
（記録）
　　収集した資料を適正に保存・管理するため、資料
　情報のカード化・画像化とともにデータを入力し、
　高松市収蔵品情報システムに随時反映
（保存・管理）
　　高松市歴史資料館内の収蔵庫および円座町収
　集資料保管倉庫において、適正な環境の中で保
　存・管理し、必要な保存修理等も随時実施

２　寄託・寄贈 　受入後、写真撮影・採寸・図面・カード作成等を行 　該当なし。
い収蔵庫で保管

３　資料の周知・ ・ロビー展・収蔵品展・高松市収蔵品情報システム等 　該当なし。
　　公開 で公開

・歴史資料館年報等で周知

４　資料購入 　高松市歴史資料館資料収集方針に基づき、資料 　該当なし。
購入を行っている。
（購入価格に応じて専門有職者の関係評価） 　高松市の制度を適用する。

５　収蔵品情報 　歴史資料館、美術館、市民文化センター（平和記念 　該当なし。
システム 室・昆虫展示室）、菊池寛記念館、文化振興課（埋蔵

文化財関係）の所蔵する資料情報を一元管理し、イ
ンターネット上で公開している。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２１　文化振興事業 部　 会 　名 文　　　化

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 歴史資料整備事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町

　※小学校体育館等で寄贈を受けた歴史資料を保
　　管している。
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１　サンクリスタル 　歴史資料館・図書館・菊池寛記念館の三館が合同 　該当なし。
　　学習 して、市内の小学生（中・高学年）を対象にした体験

学習を開催
（内容）
　三館の施設・資料を利用した学習の実施
　送迎の実施　等

２　歴史資料館講 　市民を対象に各種の歴史資料館講座や講演会を 　該当なし。
　　座 開催。

【古文書講座】
　・内容……実際の古文書を題材に取り上げ、参加
　　　　　　者とともに古文書に親しむ。
　・開催回数……年７回

【歴史資料館講座】
　・内容……特別展に関係する講座や各種講座の

　実施
　・開催回数……年５回程度

【夏休みに郷土高松の歴史を探ろう】
　・内容……夏休みに小学生を対象として、郷土高 　高松市の制度を適用する。

　松を学習する機会を提供する。
　・開催回数……夏休期間中・１回（５日間開催）

【小学生の郷土史学習講座】
　・内容……土曜日を利用して、小学生を対象に郷

　土史を学ぶ機会を提供する。
　・開催回数……土曜日開催・１回（４日間開催）

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２１　文化振興事業 部　 会 　名 文　　　化

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 文化教育普及事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町
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１　図書館 ・本館　　１（サンクリスタル高松内） 　町民会館図書室　　　１（町民会館内） 　庵治町では、町民会館図書室で図書等
・分館　　１（市民文化センター内） の貸し出しを行っている。
・分室　４０（地区公民館内）
・移動図書館車　２台

２　資料整備状況 ・本館　　４８５，７４１冊・点 　町民会館図書室　　７，１００冊（うち竹本文庫　
　　（図書４１３，２１９冊、視聴覚資材２７，８３０点、絵本 ４１１冊）
　　　紙芝居等４４，６９２冊・点） ※竹本文庫
・分館　　１８８，３４３冊・点 　庵治町出身の竹本一氏からの寄付金（１千
　　（図書１６１，０７３冊、視聴覚資材１，０５０点、絵本・ 万円余）を財源に平成３年に竹本文庫基金を
　　　紙芝居等２６，２２０冊・点） 創設し、「竹本文庫」として、町民会館図書 ・高松市の制度に統一する。
・移動図書館、分室　　１１６，６７８冊・点 室の書籍を購入している。 ・庵治町の町民会館図書室については、
　　（図書９６，０３９冊、絵本・紙芝居等２０，６３９点） 高松市の図書館分室として取り扱うもの

とする。
３　貸出・返却 （貸出） （貸出） ・庵治町の竹本文庫の設置場所について

　　図書館の利用者カードの発行、管理 貸出台帳に記録　 は、現行のとおりとする。
図書１５冊　　ＡＶ５点　　１５日 図書５冊　　１４日

（返却）
　　図書館のカウンターへの返却と、開館時間外の （返却）
　ブック・ポスト、警備室への返却 　　町民会館の開館時間内に、町民会館図書室へ

　返却 　高松市の制度に統一する。
４　レファレンス 　調べものに関する相談や図書を探す相談等を行っ 　該当なし。

ている。場合によっては、他の図書館から資料の取
り寄せも行う。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２１　文化振興事業 部　 会 　名 文　　　化

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 図書館運営事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町
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１　ブックスタート 　（内容） 　（内容） ・ブックスタート事業での内容等に差異があ
　　事業 　４か月児を対象に、図書の無償配布及び読み聞か 　１０か月児を対象に、図書の無償配布及び読み聞 る。

せの指導を行う。 かせの指導を行う。(偶数月) ・児童行事の開催時期等に差異がある。
　（実施場所） 　（実施場所） ・移動図書館の巡回について、庵治町では、
　４か月児相談会場 　１０か月児相談会場 県立図書館の巡回文庫を利用している。
　〔高松市保健センター及び各公民館〕 　〔保健福祉センター〕
　（配布冊数） 　（配布冊数）
　２冊/人 　　高松市と同じ。

２　児童行事 （内容） （内容） ・高松市の制度に統一する。
　ボランティアにより、本の読み聞かせ等を行っている。　高松市と同じ。 ・庵治町地域の児童行事については、現行

  行っている。 のとおりとする。
（開催時期） （開催時期） ・移動図書館については、高松市の移動図
　週に１回程度 　年に４回程度 書館車により、巡回するものとし、巡回箇所
（開催場所） （開催場所） については、合併時までに調整するものと
　図書館本館 　町民会館図書室 する。

３　移動図書館の 　移動図書館車２台により、市内７１か所のステー
　　巡回 ションを月１回（うち、７か所は月２回）巡回

　高松市の制度に統一する。

　県立図書館の巡回文庫により、町民会館図書室で
実施。(町単独では実施していない。)

　また、県立図書館の貸し出し資料の返却受付を町
民会館図書室で行っている。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２１　文化振興事業 部　 会 　名 文　　　化

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 図書館事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町
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１　施設 　（名称） 　該当なし。
　　高松市民文化センター
　（概要）
　　【本館】 地下１階　地上５階
　　【別館】 地上３階

２　主催事業 ①　子ども教室
　市内の幼稚園児・小学校児童を対象に、春・秋の
期間、毎週土・日曜日４回の日程で１０コースと、夏休
み期間、４日連続で１６コース開催
②　文化センター学習
　校外学習の一つとして、５月から翌年２月までの期
間、市内小学校５年生・中学校１年生を対象に、各
学校で１日実施
③　プラネタリウム　
　一般来館者を対象に、投映を通して、市民の天体
への興味と、関心を高めるとともに、文化センター学
習等の学習教材として活用
　・土曜日、夏休みの期間 １日３回
　・日曜日、祝日、冬休み、春休みの期間　　１日２回
　・平日（火～金曜日） １日１回
④　視聴覚 　高松市の制度を適用する。
・映写機操作技術講習会等を開催
・館内活動の一環として、毎週土・日曜日に、親子映
画会を開催
⑤　科学展示
　児童生徒の科学に対する関心や、未来の夢を育て
るための展示

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２１　文化振興事業 部　 会 　名 文　　　化

分　　　　類 文化センター事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案
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２　主催事業 ⑥　昆虫展示
　（つづき） 　郷土に生息する昆虫の標本展示コーナーをはじ

め、保管・作業研究・学習・視聴覚の各コーナーか
らなる昆虫展示室を開設。
⑦　展示事業
　天体写真展及びこども教室作品展等、市民文化セ
ンター主催事業の展示会を開催。

３　併設施設 　（施設名）
　　平和記念室
　（事業）
　　・平和記念品室常設展示
　　・戦争遺品等収集
　　・戦争遺品等展示
　　・「平和を語るつどい」演劇公演
　　・写真、パネル展示
　　・平和祈念映画等上映

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 文化センター事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町

協 定 項 目 ２４－２１　文化振興事業 部　 会 　名 文　　　化

行政制度等現況調書・調整方針
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１　施設 　（名称） 　菊池寛記念館   該当なし。
　（概要）
　【サンクリスタル高松　３階】
　高松市が生んだ偉大な文化人で、現在の文壇の礎を
築いた菊池寛の功績を顕彰するとともに、遺品・生原稿・
著書等を展示している。

２　事業 　（常設展） 　該当なし。
①　菊池寛の生涯と業績をグラフィック・解説映像により
　　編年的に紹介するとともに、遺品・生涯稿・著書等を
　　展示
②　菊池寛の生家、上演戯曲舞台を模型で再現、東京
　の雑司ケ谷の旧邸宅内の書斎を原寸復元し、展示。
③　「芥川賞」、「直木賞」、「菊池寛賞」、「菊池寛ドラマ
　賞」、「香川菊池寛賞」の受賞者及び受賞作品などを
　紹介
④　菊池寛をはじめ、郷土にゆかりのある作家の著書、
　芥川賞・直木賞受賞作品や、その他大衆文学作品
　などが閲覧できる「研究・閲覧室」を併設
　（特別展）
　・文学展　　年１回開催
　・コレクション展　　例年２～３月開催
　（文芸講座） 　高松市の制度を適用する。
　毎月１回開催
　（文学探訪）
　年２回開催
　（朗読劇）
　児童・生徒を対象に、菊池寛の作品等を朗読に
　より上演　　年１回開催
　（菊池寛顕彰事業）
　・香川菊池寛賞

　・菊池寛ジュニア賞

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２１　文化振興事業 部　 会 　名 文　　　化

分　　　　類 菊池寛記念館運営事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　治　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案
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１　施設 　（名称） 　該当なし。
  高松市文化芸術ホール(愛称：サンポートホール高松)
　（概要）
  大ホール(1,500席)、第１小ホール(312席)、
　第２小ホール(308席)、リハーサル室3、練習室6、
　会議室12、市民ギャラリー、コミュニケーションプラザ等
　（開館）
　平成16年5月20日

２　事業 　（事業計画）

1.文化芸術振興普及事業
（1）財団自主事業の企画・実施業務 【補助事業】

①鑑賞参加事業
1)市民参加組織の組織化・運営

友の会、文化ボランティア
2)能
3)自主事業

②交流情報事業
1)財団情報誌等の発行
2)ホームページの運用管理 　高松市の制度を適用する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２１  文化振興事業 部　 会 　名 文　　　化

分　　　　類 文化芸術ホール運営事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　治　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

当該事業については、（財）高松市文化芸術財団に委託
または経費補助を行い、同財団に実施させている。平成
16年度における財団ベースの事業計画は下記のとおり。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案



 

- 64 - 

（2）文化芸術振興普及事業の受託業務【委託事業】
①サンポートホール高松開館記念事業

1)サンポートホール高松開館記念事業
企画提案事業、招聘公演事業、
施設開放事業、関連文化事業

2)サンポートホール高松開館記念式典
②鑑賞参加事業

1)学校巡回事業
2)能楽教室
3)デリバリーアーツ

（3）一般業務
①理事会等運営業務
②事務局運営業務

2.文化施設等管理運営事業【委託事業】
（1）文化施設等管理運営業務

①市施設管理運営業務　※サンポートホール高松
②広域施設管理運営業務　※広域交流センター

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２１  文化振興事業 部　 会 　名 文　　　化

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 文化芸術ホール運営事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町
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　該当なし。 （概要）

（所在）
　庵治町５８２４番地４

（施設概要）
　敷地面積　　　　　　　９１８．９３㎡
　施設面積（既存部）　５１８．２４㎡

（収蔵物概要）

問　　題　　点　　・　　課　　題

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２１  文化振興事業 部　 会 　名 文　　　　化

分　　　　類 地域振興館（仮称）整備事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目

４０点

１　地域振興館
（仮称）整備事業
運営

　地域振興館（仮称）については、運営主
体、運営方法等を検討中である。　庵治町所有の旧農協倉庫を改修し、庵治町所蔵

の三枝惣太郎氏等作製の美術品を展示する施設を
平成１６年度末を目途に整備している。
  なお、あわせて映画『世界の中心で、愛をさけぶ』
のセットである『写真館』の復元を行うこととしている。
　※運営主体、運営方法等については、検討中

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町

　庵治町の地域振興館（仮称）について
は、高松市に引き継ぐ。

　庵治町の地域振興館（仮称）について
は、高松市に引き継ぐ。
　ただし、運営主体、運営方法等について
は、合併時までに調整する。

　 彫刻（三枝惣太郎氏作）　　
　 絵画（三枝惣太郎氏作）　　
　 書画（廣瀬冨美氏ほか作）　

２５体
２００点
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１ 美術館名 　高松市美術館 該当なし。

２　開館の経緯 　　高松市美術館は、昭和２４年に開館した旧
　美術館に代わり、昭和６３年に市街地中心部に
　位置する都市型美術館として開館した。

３ 開館日・ （１） 開館日・開館時間　　　
   開館時間等 　・火～金曜日 9:30～19:00

　・土・日・祝日 9:30～17:00
　・講堂 9:00～21:00
　・講座室 9:00～17:00

（２）休館日　・月曜日
　その日が祝日にあたるときは、
　その日後において最も近い休
　日でない日

 　・年末年始（１２月２９日～１月３日）

  高松市の制度を適用する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２１　文化振興事業 部　 会 　名 文　　　化

分　　　　類 美術館運営事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案
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４ 観覧料 （１）常設展示
　・一　　般 ２００円 （１６０円）
　・高・大生 １５０円 （１２０円）

（　　）内の額は、団体（２０人以上）の額

（２）特別展示　　
２，０００円の範囲内において委員会がその都度

   定める額

（３） 観覧料減免対象者
　・６５歳以上のもの
　・身体等障害者手帳等所持者
　・義務教育諸学校の教育活動としての
　　観覧者等

５ 常設展示 （１）展示方針
　　美術品等取得方針に沿って取得した作品を
　年間５期にわけて展示することとしている。
　 美術品等取得方針

・ 戦後日本の現代美術（洋画、彫刻）
・ ２０世紀以降の世界の美術（版画）
・ 香川の美術（漆工、金工等）

（２）展示内容
　常設展示室１
　　戦後日本の現代美術
　　２０世紀以降の世界の美術
　常設展示室２
　　香川の美術

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

分　　　　類 美術館運営事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町

協 定 項 目 ２４－２１　文化振興事業 部　 会 　名 文　　　化

行政制度等現況調書・調整方針
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１ 展示室 （１） 一般展示室 １日 円   該当なし。
（２）企画展示室 １日 円
（３） 市民ギャラリー １日 円

２ 講堂・ （１）　講堂
　 ホール等 　午　　　前 ( 9:00～12:00） 円

　午　　　後 (13:00～17:00) 円
　夜　　　間 (18:00～21:00) 円
　午前・午後 ( 9:00～17:00) 円
　午後・夜間 (13:00～21:00) 円
　全　　　日 ( 9:00～21:00) 円

（２） 講座室
　１，７１０円～４，６２０円

（３） 割増使用料
・ 営利目的、入場料等を徴収するときの使用料
　は、３倍の額とする。
・ 申込時間を超過したときなどの使用料は、１
　時間につき全日使用料の1/10の額を徴収する。
・ 冷暖房料は、その施設の使用料の1/2の額と   高松市の制度を適用する。

　する。
（４）陶芸館 なし

３ 美術品等撮影 ・学術研究目的 １点 円/回
　　許可手数料 ・出版目的 1点 円/回

問　　題　　点　　・　　課　　題

３７，９８０
８，２６０

８，７６０
１２，４５０

調　　　　　　整　　　　　　案

３２，４００

対　　　　　　応　　　　　　策
３０，３６０

１２，４５０
２１，２１０
２４，９００

分　　　　類 美術館施設使用料等

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２１　文化振興事業 部　 会 　名 文　　　化

５，０８０
５００
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１ 美術館協議会 （１） 委員数 13人   該当なし。
(学校教育関係者・学識経験者)

（２）選任方法 　高松市美術館条例、同施行規則及
び高松市附属機関等の設置・運営等
に関する要綱により選任している

（３） 報酬 ６，７００円

（４）任期 ２年
（平成15年７月１日～17年６月30日)

２ 美術品等の （１）美術品等の取得
　取得 　  美術品等取得調査委員会に諮り、答申を得た

　 作品を毎年度取得

（２） 美術品等取得基金
該当なし

（３） 美術品等取得調査委員会
　①委員数 ８人（学識経験者等）   高松市の制度を適用する。

　②報酬 ６，７００円
　③任期 ２年

(平成14年７月１日～16年６月30日)

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２１　文化振興事業 部　 会 　名 文　　　化

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

分　　　　類 美術館協議会等

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町
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協議第４９号資料～協議第５２号資料 
 
 
 

「「そそのの他他のの事事業業ににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  
 
 

 

 （協議第４９号）契 約 制 度 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ７１～７３   

（協議第５０号）葬 斎 関 係 事 業 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ７４～７８  

（協議第５１号）女 性 政 策 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ７９～８２  

（協議第５２号）石のさとフェスティバル事業について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ８３～８４  
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１　入札参加資格 （１）業者数
　　受付関係

（2）有効期間

（3）追加受付事務
①４月受付…６月から有効
②７月受付…９月から有効
③１０月受付…１２月から有効
④中間年時点で追加受付（監理課と同時期実施)

　1月末～2月初旬受付　６月から有効
（4）定期受付事務

平成１７年1月ごろ受付　　　　６月から有効

該当なし。（各課発注）

・入札方法

　　指名競争入札                  　　 ０ 件

（物品８０万円超～、印刷１３０万円超～）

　随意契約（上記以外） 　　随意契約（上記以外） １８ 件

公表は行っていない。 公表は行っていない。

４ 　審査委員会 　

  高松市の制度に統一する。

　高松市の制度に統一する。

問　　題　　点　　・　　課　　題

291
268

（2）議会の議決財産の取得案件（予定価格７００万
円以上）  該当なし（１５年度）

（１）予定価格の公表

・庵治町では、物品の入札参加資格受付の
制度がない。
・発注方法、入札・契約制度、審査委員会
等に差異がある。

該当なし。

分　　　　類 物品等に係る入札・契約制度

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２２　その他の事業（契約制度） 部　 会 　名 企  画  財  政

高松市特殊物品購入審査委員会

849
区　　　　　分 市内業者 市外業者

　1品２００万円を超える備品、その他市長が特に必
要と認める物品の購入方法等について、審査する。

物 品 （ 印 刷 含 む ）

庵治町政策企画調整班

（２）議会の議決案件（予定価格３，０００万円以上）
   ３案件（１５年度）

委 託 業 務 355

・契約担当課
　管財課（各課で直接購入できる物品及び委託業務
を除く)

平成１５年６月１日～平成 １７年５月３１日

・契約担当課　

　1件５０万円以上の物品購入について、審議を依
頼している。

対　　　　　　応　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

２　発注方法等

３　入札・契約制度 （１）予定価格の公表
３，６２８件

　指名競争入札
　（物品８０万円超～、印刷１３０万円超～）　   １３３件

・入札方法
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　　中間年時点で追加受付 　　中間年時点で追加受付

（１月末～２月初旬受付　６月から有効） （１月末～２月初旬受付　４月から有効）

(１)契約発注課 (１)契約発注課

 
３件  実績なし

５１７件 実績なし
　　　 （工事130万円超～ 3億円未満、委託50万円超）

　２件

実績なし ３５件
　　  （工事130万円超～3億円未満、委託50万円超） 

２２件    ２件
(３)審査委員会 (３)審査委員会

（３）追加受付事務 （３）追加受付事務

対　　　　　　応　　　　　　策

  高松市の制度に統一する。
　合併時において、両市町の名簿に登載さ
れている者は、高松市の名簿登載内容で
引き継ぐものとし、庵治町のみの名簿登載
者については、高松市の資格審査基準を
適用し、高松市に引き継ぐものとする。

調　　　　　　整　　　　　　案
　高松市の制度に統一する。

・入札参加資格受付、発注方法等、格付け
等入札・契約制度及び工事監督、検査、工
事成績の採点に差異がある。
・庵治町では、入札監視委員会がない。

（２）有効期間

　　　平成１５年４月１日～平成１７年３月３１日

657(22)建 設 工 事

建 設 関 連 委 託 業 務

 　 すべての入札案件について、助役・４課長で構成
　する指名委員会に諮り、発注を行っている。

１　入札参加資格
受付

２　発注方法等

建設工事等に係る入札・契約制度

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町

分　　　　類

区　　　　　分 市内業者 市外業者

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２２　その他の事業（契約制度） 部　 会 　名 土　　　　木

(１)業者数

問　　題　　点　　・　　課　　題

 (１)業者数　※（　）は庵治町のみの名簿登載者

町内業者区　　　　　分 町外業者

0

10(5)

123

建 設 工 事 648 966

建 設 関 連 委 託 業 務 245(23)

　　経営事項審査点数＋主観点数
　　(ISO取得、工事成績等）

　　経営事項審査点数

418

　　設計金額３，０００万円超の工事案件は、助役、各部長
等で構成する、工事請負等審査委員会に諮り、発注を
行っている。

(２）入札方法、件数(平成１５年度)

（２）有効期間

 　　平成１５年６月１日～平成１７年５月３１日

  　・公募型指名競争入札　　　　　　 　  　

　　・プロポーザル 　　　　　　　　　 　　　　　

　　・指名競争入札

　　・随意契約（工事130万円超、委託50万円超）

 　 該当なし。（各課発注）　　　土木部監理課（建設工事130万円超、
        建設関連委託50万円超、他は各課発注）

　　 ・一般競争入札（3億円以上）　　　　 　 　  ・一般競争入札（金額による規定なし）

（４）資格審査付与数値 （４）資格審査付与数値

　（工事130万円超、委託50万円超） 

 　　・公募型指名競争入札　　

　 　・指名競争入札

 　　・随意契約（工事130万円超、委託50万円超）

(２)入札方法、件数(平成１５年度)
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（１）格付け・指名基準額の設定 （１）格付け・指名基準額の設定

（２）新規名簿登載者の取扱い （２）新規名簿登載者の取扱い

   （業種毎：工事130万円超）
（３）予定価格の公表 （３）予定価格の公表

（５）低入札価格調査制度 （５）低入札価格調査制度

（６）議会の議決案件 （６）議会の議決案件

  該当なし。

　　　専任検査員による検査
(３)工事成績の採点 (３)工事成績の採点
　　　市の評定要領に基づき採点 　　　県の旧評定要領に準じた採点

対　　　　　　応　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２２　その他の事業（契約制度）

　　　予定価格１億5,000万円以上　　　　　　　　　　３案件 　　　予定価格5,000万円以上　　　　　　　　　　1案件

　　　土木一式、建築一式、水道施設、電気・管のみ設定 　　　格付・指名基準額とも設定なし
３　格付け等入
札・契約制度

　　　名簿登載２年経過後指名対象 　　　該当なし

　　　設定していない

　　　制度あり（事前公表）だが、（３）で対応 　　　該当なし

４　入札監視委員
会

  平成１５年度に設置している。
   （学識経験等を有する５名）

　　　工事にすべて設定・事前公表

(２)検査

(１)工事監督
　　　単独監督員制

　　　すべて事前公表 　　  公表していない（事前・事後とも）

５　工事監督、検
査、工事成績

(１）工事監督
　　　複数監督員制

　　　検査職員(命を受けた者)による検査
(２)検査

分　　　　類 建設工事等に係る入札・契約制度

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町

部　 会 　名 土　　　　木

（４）最低制限価格（４）最低制限価格
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１　運営主体 　高松市 　庵治町
　（高松市斎場公園） 　（庵治町斎場）

２　施設概要
　（開設日） 　（開設）

平成４年４月１日 　平成８年１２月（改築）
　（構造・規模）

鉄筋コンクリート造　　平屋建一部２階建 　（構造・規模）
　（火葬部門） 　　鉄筋コンクリート造　　地上１階

火葬炉 １０基（大型炉　２基、普通炉　８基） 　　　　　　　　　　　
汚物炉 　１基 　（火葬部門）
エントランスホール 　　火葬炉　　　　　２基（大型炉）
告別室 ３室 　　玄関ホール
収骨室 ２室 　　和室（１５畳）　　１室
霊安室 　　炉前ホール
会議室 　　待合ホール

　（斎場部門） 　　炉作業室
式場 １室 　　障害者用便所
斎場ホール 　【新葬祭場：別棟／H１７．１．４新設供用開始】
控室 ３室 　（構造・規模）

　（待合部門） 　　鉄骨ＡＬＣ　２階建て
待合室 ５室（和室　３室、洋室　２室） 　　　式場（１００人用） １室
待合ホール 　　　遺族控室（２F：１０畳） １室
障害者用便所 　　　僧侶控室（２F：６畳） １室

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２２  その他の事業(葬斎関係事業) 部　 会 　名 市　　　民

庵　　　　　　　治　　　　　　　町

分　　　　類

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

・火葬料等の施設使用料に差異がある。
・庵治町では、町民葬儀を利用した場合、火葬
料を無料扱いとしている。
・高松市では、火葬施設の市内使用料につい
て、有料化を検討中である。

葬斎場

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

調　　　　　　整　　　　　　案

・庵治町営斎場は、高松市に引き継ぐ。
・庵治町斎場の施設使用料等については、住民
サービスに大きな変化を来さないことを基本に、
合併時までに調整するものとする。
・合併後において、庵治町地域の住民は、高松
市斎場公園を使用することができるものとする。

　庵治町営斎場は、高松市に引き継ぐものとし、
施設使用料等については、住民サービスに大き
な変化を来さないことを基本に、合併時までに調
整するものとする。
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３　施設使用料 １　火葬施設使用料

　町内居住者（大人・小人）　

　　　　　〃　　 　死産児

　町外居住者（大人・小人）　

　　　　　〃　　 　死産児

　生体分離肢体等

※町民葬儀を利用した場合は、火葬料金は全額

免除。

２　火葬場待合室使用料

待合室使用（24時間まで）

待合室使用（24超～12時間ごと）

※火葬時に使用する場合は、3時間以内は無料。

３　新葬祭場使用料 　

葬祭場使用（12時間まで）

葬祭場使用（12超～12時間ごと）

　※　市内・・・市内に住所を有する者
　※　市外・・・市内に住所を有しない者

２５，０００円

５，０００円加算

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目

分　　　　類 葬斎場

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

５，０００円

２４－２２  その他の事業(葬斎関係事業) 部　 会 　名 市　　　民

庵　　　　　　　治　　　　　　　町

※上記の使用料は、葬祭場施設の全室を使っ
た場合の金額である。
※新葬祭場の控室に限った使用の場合は、上
記の２（火葬場待合室使用料）の規定を適用す
る。

２，５００円加算

３０，０００円

２０，０００円

１００，０００円

６０，０００円

３０，０００円

１　火葬施設使用料

　※　市内の使用料について、有料化を検討中。

２　式場使用料

死
体

区　　　　分 単位

１体

１体

大人（１２歳以上）

小人（１２歳未満）

市　外

１胎

市　内
使　　　用　　　料

無　　　料

無　　　料

無　　　料死　　　産　　　児

40,000円

20,000円

13,000円

使　　用　　単　　位
使　用　料

（単位当たり）

市内　　31,500円

市外　　63,000円

午　　　　　前
（午前９時～正午）

午　　　　　後
（午後零時３０分～午後３時３０分）
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２４－２２ 　その他の事業(葬斎関係事業)

1　利用の対象   死亡時に市内に住所を有した者または死亡時に   町内に住所を有する者（死亡者が，死亡時に町内に
市外の福祉施設、病院等に入所、入院等をし、 住所を有したものを含む。）でなければならない。
当該施設等に住所を有した者の葬儀（市外死亡
者の葬儀にあっては、喪主が市内に住所を有する
場合に限る。）を行う場合に限るものとする。

２　指定業者 （要件） （要件）

３　種類・料金等   　○斎場公園葬   ○ 庵治町町民葬儀
Ａ型 　　　２３０，０００　円 菊 １５０，０００円
Ｂ型 　　　１３０，０００　円 蓮華 １００，０００円

百合   ７０，０００円
※ 　１　霊柩車の使用については、宮型霊柩車を ※ 1 町民葬儀に運行する霊柩車は、町と協議の

　 除く。     うえ決定した車両とする。
　２　利用料金には、式場の使用料を含むもの 2 霊柩車の使用等については、「庵治町町民
 　とする。    葬儀実施要綱」による。

　○自宅葬・民営会館葬・寺院葬等 ◎ 霊柩車運行料金の全額を町が負担（ただし、
Ａ型 　　　２３０，０００　円 ２４，７８０円が限度）。
Ｂ型 　　　１３０，０００　円

◎ 町民葬儀を利用した場合、火葬料を全額免除。
※ 　霊柩車の使用については、宮型霊柩車を

除く。
◎  霊柩車運行料金の全額を市が負担。生花1対を

市が供花（1万円）。1件当たり平均助成額は、
約3.1万円。

  ※

調　　　　　　整　　　　　　案

   高松市の制度に統一する。
　ただし、利用者の負担増に対する対応について
は、合併時までに調整するものとする。

対　　　　　　応　　　　　　策
   高松市の制度に統一する。
　ただし、利用者の負担増に対する対応について
は、合併時までに調整するものとする。

・葬儀の種類・料金等に差異がある。
・高松市の制度に統一すると庵治町地域の利用者
の負担が増加する場合がある。

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

　市民葬儀取扱いの指定を受けようとする者の申請に
基づき、葬儀業者として市内において２年以上の経験
を有する者で、市民葬儀の取扱いに必要な飾付道具
等を完備している者を市長が指定する。

  町民葬儀取扱いの指定を受けようとする者の申請に
基づき、葬儀業者として町内において５年以上の経験
を有するもので、町民葬儀の取扱いに必要な飾付道具
等を完備している者を町長が指定する。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 部　 会 　名 市　　　民

分　　　　類 市・町民葬儀

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

 生花1対は取止め、市民葬儀利用料金の中に、
火葬料金を含むものとして、火葬施設の有料化
を検討中である。
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墓園関連事業

１ 市営墓地の状況
（１）都市公園法に基づく墓園 （１）都市公園法に基づく墓園

平和公園墓園

（２）その他の墓園 （２）その他の墓園
　北村共同墓地

１ 摺鉢谷墓地
2　宮脇町姥ヶ池墓地 なし
3　姥ヶ池西墓地
４　姥ヶ池東墓地
５　紫雲墓地

６　峰山墓地

７　本門院墓地

８　柳三昧北墓地

９　柳三昧（桜町）墓地
10　楠川墓地
11　沖松島墓地
計　

※上記の市営墓地については、清掃手数料なし

清掃手数料（年額）
４㎡ ２００，０００円

3,040

298

６㎡ ４５０，０００円 ３，１５０円

墓地の永代使
用料等

区画 永代使用料

7,134

分　　　　類

232

150

1,012

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 部　会　名 市　　　民２４－２２　その他の事業(葬斎関係事業）

庵　　　　　　　冶　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題
・墓地の永代使用料等、使用者の資格、使
用許可書再発行に伴う手数料、墓地の経
営許可事務及び地元管理墓地整備事業補
助に差異がある。
・庵治町では、簡易火葬場改修事業補助を
実施していない。

622

町営墓地の状況

２，１００円

90，000円/㎡　　

24,449

5,382

3,440

調　　　　　整　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

　高松市の制度に統一する。
  ただし、庵治町営墓地の永代使用料につ
いては、現行のとおりとする。

　高松市の制度に統一する。
  ただし、庵治町営墓地の永代使用料につ
いては、現行のとおりとする。

１，１６９
3,139

８５，０００円／㎡

４，２００円

　該当なし。

備考 区画数　５，８５１ 消費税込み

８㎡ ８００，０００円

清掃手数料永代使用料墓地名 区画数 永代使用料 区画数
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墓園関連事業

２　使用者の資格 ・高松市に住所を有する者。 ・庵治町に引き続き２年以上住所を有する者。
　・焼骨を有していること。 　・庵治町に住所または本籍が５年以上あった者。

・他に市営墓地を有していないこと。 ・生前申込みができる。

３ 　・継承等に伴う使用許可書の再発行手数料３５０円 　使用許可書再発行手数料（無料）

４

５ （内容）従来からある簡易火葬場の施設改修事業に
　　従来からある簡易火葬場の施設改修事業に対し、補助

金を支出
（対象）
　　炉、煙突、火葬用バーナー、付属施設の改修事業で、
３０万円を超えるもの
（補助率等）
　　１事業につき、５０％以内で１５０万円を限度

（ただし、女木・男木・菅沢町については、７０％以内で
２１０万円を限度）を支出

６ （内容） 庵治町単独町費補助条例に規定する補助金制度が
地元管理墓地の環境整備に対し、補助金を支出 ある。（補助率７０％以内、最低事業費 ５０，０００円）

（対象）
墓地の区画のための整備事業、墓地に隣接する水路

整備事業、墓地内の整備事業
（補助率等）

１事業につき、６０％以内で１８０万円を限度 ただし、３０
万円以上の事業に適用する。

　

使用許可書再
発行に伴う手数
料

高　　　　　　　松　　　　　　　市

簡易火葬場改
修事業補助

項　　　　目

行政制度等現況調書・調整方針

分　　　　類

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　墓地の経営許可における周辺同意の範囲
　・墓地の敷地境界から１００メートル以内

墓地の経営許
可事務

協 定 項 目

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

部　 会 　名

問　　題　　点　　・　　課　　題

市　　　民

庵　　　　　　　冶　　　　　　　町

２４－２２　その他の事業(葬斎関係事業）

地元管理墓地
整備事業補助

　該当なし。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　墓地の経営許可における周囲同意の範囲
　・隣接地権者及び自治会
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　該当なし。

　該当なし。

　高松市の制度を適用する。

対　　　　　　応　　　　　　策

・男女共同参画都市宣言の趣旨を踏まえて、６月１日
の「人権擁護委員の日」、６月２３日からの「男女共同
参画週間」に併せた啓発活動をしている。
　（１）親子ジェンダー探偵団の活動発表
　（２）女性弁護士相談（６月中４回開催）
　（３）パネル展示

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２２　その他の事業（女性政策） 部　 会 　名 市　　　　　民

問　　題　　点　　・　　課　　題

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 男女共同参画啓発事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　治　　　　　　町

１　人権啓発週間
及び男女共同参
画週間の街頭啓
発

２　男女共同参画
市民フェスティバ
ルの開催

・男女共同参画社会の実現を目指し、ワークショッ
プ、パネル展などを実施している。（高松市女性セン
ター登録団体ネットワークを中心に実施）
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　該当なし。

　該当なし。

　該当なし。

　高松市の制度を適用する。

２　ジェンダー・フ
リーたかまつ市民
会議の活動支援

３　女性行政調
査・情報収集事業

　平成１４年度～１８年度の５か年を計画期間とする
「たかまつ男女共同参画プラン」を策定するとともに、
施策事業の進行管理をしている。

　「たかまつ男女共同参画プラン」の進捗状況を市民
の側から点検するとともに、市民の自主的な取組み
活動を推進する「ジェンダー・フリーたかまつ市民会
議」に対する活動支援をしている。
　（１）交付金　３００千円
　（２）コーディネーター謝金　１００千円

　平成１４年度～１６年度の３か年で女性行政調査・
情報収集事業をしている。
　なお、事業は、緊急雇用創出事業で実施してい
る。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 男女共同参画プランの推進

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　治　　　　　　町

１　たかまつ男女
共同参画プランの
推進

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２２　その他の事業（女性政策） 部　 会 　名 市　　　　　民
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　該当なし。

　高松市の制度を適用する。

（１）学習研修事業　（男女の自立と社会参画の促進
のための学習）

　・男女共同参画実践セミナー
　・自己尊重ワークショップ
　・市民企画講座など

（２）相談事業　（ジェンダー問題にかかわる様々な問
題に対して、専門職員やカウンセラーによる相談）

　・女性こころの相談
　・からだの相談
　・人権相談など

（３）情報収集・提供事業

　・図書、ビデオ、パソコン等による情報収集・提供
　・女性センター情報誌「びびふぁい」の発行（年２
回）

（４）活動交流事業　（女性センター登録団体の相互
交流とネットワークづくり）

　・登録団体交流会
　・（男女共同参画市民フェスティバルの開催）

　なお、女性センター事業は、平成１２年度から任意
団体である高松市女性センター登録団体ネットワー
クに委託している。

１　女性センター
事業

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 女性センター事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　治　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２２　その他の事業（女性政策） 部　 会 　名 市　　　　　民
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行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２２　その他の事業（女性政策） 部　 会 　名 市　　　　　民

１　女性団体への
支援

　自主的に組織した女性団体（地区婦人会等２０団
体）である高松市婦人団体連絡協議会に対し、団体
相互の交流と活性化のため、活動支援として補助金
を交付している。
 　平成１５年度　　　　　　６００千円

　自主的に組織した女性団体である庵治町婦人会
に対し、育成活動として補助金を交付している。

　
平成１５年度　　　　　１５０千円

分　　　　類 女性団体育成事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　治　　　　　　町

　支援内容に差異がある。

　高松市の制度に統一する。
　ただし、庵治町地域の女性団体に対する
補助については、合併年度及び合併年度
の翌年度に限り、現行のとおりとする。

　高松市の制度に統一する。
　ただし、庵治町地域の女性団体に対する
補助については、合併年度及び合併年度
の翌年度に限り、現行のとおりとする。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案
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１　概要

２　実施主体等 （主催）

　庵治町、牟礼町、石のさとフェスティバル運営委員会

（後援）

　香川県、四国経済産業局のほか新聞社、放送局

（協賛）

　讃岐石材加工協同組合、庵治石開発協同組合

　庵治石工団地協同組合、協同組合庵治石振興会　等

３　実施内容 （石の彫刻コンクール展）

　素材を石に限った彫刻（公募）のコンクール展

（石の彫刻国際シンポジウム）

４　その他 （事業費）

　約６，０００万円

　・庵治町、牟礼町（負担金）　各２，０００万円

　・関係団体協賛金等

（開催場所）

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２２　その他の事業（石のさとフェスティバル事業） 部　 会 　名

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

高　　　　　　　松　　　　　　　市 問　　題　　点　　・　　課　　題
　高松市では、同種の事業を実施していな
い。

　該当なし。 　優秀な石材加工技術者を有し、全国に誇ることのできる
石材（庵治石）の産地として、町の基幹産業である石材業
の振興と技術向上、新規分野への開拓を図るとともに、石
の彫刻家の育成、関係者や地域住民の芸術感覚の養成
を図るため、昭和６３年から、３年に１回、牟礼町と共同で
開催している。

分　　　　類 石のさとフェスティバル

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 庵　　　　　　　治　　　　　　　町

　庵治町と牟礼町の輪番制としており、次回（平成１８年
度）は、庵治町で開催予定。

　石のさとフェスティバルについては、高松
市において、引き続き実施する。

　招待作家の作品製作と展示、講演会、実技指導、イベン
トへの参加等。
　なお、作品の製作に当たっては、地元石材加工業者が
サポートしている。

　石のさとフェスティバルについては、高松
市において、引き続き実施する。
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４　その他（つづき） （準備対応）

（これまでの開催状況）

○第５回　石のさとフェスティバル　

　・開催場所
庵治町

　・実施内容
　〔石の彫刻コンクール展〕

会期：平成１２年５月１日～６月３０日（２ヶ月間）
会場：庵治町城岬公園

　〔石の彫刻国際シンポジウム〕
会期：平成１２年５月１日～５月３１日（１ヶ月間）
会場：庵治町城岬公園

○第６回　石のさとフェスティバル　
　・開催場所

牟礼町
　・実施内容
　〔石の彫刻コンクール展〕

会期：平成１５年６月１日～７月３１日（２ヶ月間）
会場：牟礼町石匠の里公園

　〔石の彫刻国際シンポジウム〕
会期：平成１５年６月１日～６月３０日（１ヶ月間）
会場：牟礼町石匠の里公園

　開催年の前年度から、審査員の日程及び審査会場の確
保、実行委員会の立ち上げ等を行っている。

協 定 項 目 ２４－２２　その他の事業（石のさとフェスティバル事業） 部　 会 　名

行政制度等現況調書・調整方針

分　　　　類 石のさとフェスティバル

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

問　　題　　点　　・　　課　　題



 

- 85 - 

協議第５４号資料 
 
 
 

「「農農業業委委員員会会のの委委員員のの定定数数及及びび任任期期のの取取扱扱いいににつついいてて」」にに関関すするる資資料料  
 
 

 

農 業 委 員 会 及 び 選 挙 区 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      ８６    

農 業 委 員 に つ い て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      ８７   
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１　区域面積 １９，４３４　ha 　１，５８３　ha

２　農地面積   ６，１８４　ha 　　　２１６　ha

（平成1６年１月現在） （平成１６年１月現在）
３　農家数

（平成1６年１月現在） （平成1６年１月現在）
４　農業委員会数 　　　１　委員会 　　　１　委員会

５　選挙区 　　　７　選挙区 　　　１　選挙区
　

対　　　　　　応　　　　　　策

高　　　　　　　松　　　　　　　市

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ８　農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて 部　 会 　名 農　業　委　員　会

分　　　　類 農業委員会及び選挙区

　庵治町農業委員会は、高松市農業委員
会に統合する。

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

項　　　　目

　

（基準農業者数）

庵　　　　　　　冶　　　　　　　町

１０，７０９  世帯 　　　３４６  世帯
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１　有権者数 ２０，３２１　人 ９７２　人

（平成16年3月31日現在登録者数） （平成16年3月31日現在登録者数）
２　委員数
（１）選挙による ４０人 １５人
　　委員 　
（２）選任委員
　 (ｱ)農協・共済推 ２人 ０人

薦１号委員
　 (ｲ)議会推薦 ５人 ３人

２号委員

３　任期 平成１４年７月２０日　～　平成１７年７月１９日 高松市と同じ。

※　庵治町地域における選挙による農業委員会の委員特例数の考え方【参考】

　○高松市の選挙による農業委員会の委員１人当たりの農地面積 －①

　○①に基づく庵治町区域の選挙による農業委員の委員数 －②

　○高松市の選挙による農業委員会の委員１人当たりの基準農業者数 －③

　○③に基づく庵治町区域の選挙による農業委員会の委員数 －④

　○②（農地面積による基準値）と④（基準農業者数による基準値）の平均

分　　　　類 農業委員

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ８　農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて 部　 会 　名 農　業　委　員　会

（②＋④）÷２＝１．３４≒１人

調　　　　　　整　　　　　　案

高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　冶　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

６，１８４ｈａ÷４０人≒１５５ｈａ

　合併後の選挙による委員の定数と在任期
間の取扱いを定める必要がある。

対　　　　　　応　　　　　　策

　庵治町農業委員会の委員で選挙による
委員は、市町村の合併の特例に関する法
律（昭和４０年法律第６号）第８条第１項第２
号の規定に基づき１人とし、その任期は、高
松市農業委員会の委員の残任期間とす
る。

　庵治町農業委員会の委員で選挙による
委員は、市町村の合併の特例に関する法
律（昭和４０年法律第６号）第８条第１項第２
号の規定に基づき１人とし、その任期は、高
松市農業委員会の委員の残任期間とす
る。
　なお、農業委員会委員の活動に支障が
生じないよう、適切な配慮を検討するものと
する。

２１６ｈａ÷①≒１．３９

１０,７０９世帯÷４０人≒２６８世帯

３４６世帯÷③≒１．２９

 


